
 

 

 

 

 

 

豊明市地域福祉計画 
（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年２月 

豊 明 市 



 

目   次 

 

第１章 計画の策定にあたって                  1 

１ 地域福祉計画とは .................................................... 1 
２ 地域福祉計画の特徴 .................................................. 1 
３ 計画に盛り込む内容 .................................................. 3 
４ 計画期間 ............................................................ 3 

 

第２章 豊明市における地域福祉の現状と課題           ４ 

１ 豊明市における地域福祉の現状 ........................................ 4 
２ 豊明市における地域福祉の課題 ........................................ 17 

 

第３章 豊明市がめざす地域福祉                 18

１ 地域福祉を進めるための重視すべき視点 ................................ 18 
２ 地域福祉の将来像 .................................................... 19 
３ 将来像を実現するための目標 .......................................... 20 

 

第４章 地域福祉の推進施策                   22

１ 市民による地域福祉活動の推進 ........................................ 22 
２ 地域福祉の取り組みを下支えする施策の充実 ............................. 32 
３ 公的な福祉サービスの充実と適切な利用の推進 ........................... 46 
４ 安全・安心なまちづくりに向けた取り組みの推進 ......................... 54 

 

第５章 計画の推進と進行管理                  66

１ 市民との協働による計画推進 .......................................... 66 
２ 庁内等における計画推進・進行管理の体制づくり ......................... 66 

 

資料編                             ― 

 



 1

 第１章 計画の策定にあたって 
  

 

１ 地域福祉計画とは 

 

地域福祉とは、すべての人（子どもから高齢者まで、男性も女性も、障がいのある人

もない人も）が人として、住み慣れた家庭や地域で、安心して自立した生活ができるよ

う、市民・社会福祉事業者・ＮＰＯ・ボランティア団体・行政など多様な主体が協力し

「共に支え合う地域社会づくり」のことを指します。なお、社会福祉法第１条で「地域

における社会福祉」のことを「地域福祉」と規定し、第４条において「地域福祉の推進

に努めなければならない」と、法律の上で明言されています。 

この地域福祉を進めていくための計画として、社会福祉法の第 107 条で、各市町村に

おいてその策定が規定されています（平成 15 年４月施行）。具体的には、市民同士の「ふ

れ合い・支えあい・助け合い」の活動を活発にして行政のサービスと組み合せ、行政だ

けでは解決できない福祉の問題を地域全体で解決することをめざした「福祉のまちづく

り」を進めていくための計画と考えます。 

また、平成 19 年度に「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」（厚生労働省設

置、座長・大橋謙策日本社会事業大学長）は、地域福祉は公的サービスが対応するのを

原則としつつ、多様なニーズに市民が主体となって関わる「新たな支えあい」の強化が

求められるなどと提言しています。 
 

２ 地域福祉計画の特徴 

 

２-１ 福祉の総合化 

これまでは、個別計画において高齢者や障がい者、児童、健康づくりの分野別に施策

が推進されてきました。しかし、地域福祉計画では、これらの個別計画を、誰もが住み

慣れた地域で共に支えあいながら、安心して暮らせる地域社会の実現をめざすという共

通の理念で結び、横断的かつ包括的に捉えます。 
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２-２ 各課の計画との整合 

豊明市の基本計画である「第４次豊明市総合計画」（平成 18 年～27 年度）では、保健

福祉部門において「健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくり」を基本

理念として施策を進めています。 

健康福祉部の各課においても、この基本計画を見据えた個別の計画を策定し、それぞ

れの分野での施策に取り組んでいます。 

本計画は、これらの個別計画との整合性を十分に考慮しつつ策定しました。 

担当課名 計画名 策定年月 期間 策定根拠 

社会福祉課 

第 2次豊明市障害者

福祉計画 
平成 20 年 3 月

平成 20 年度～ 

平成 29 年度 
障害者基本法 

第 2期豊明市障害福

祉計画 
平成 21 年 3 月

平成 21 年度～ 

平成 23 年度 
障害者自立支援法

豊明市地域福祉計画 平成 22 年 3 月
平成 22 年度～ 

平成 31 年度 
社会福祉法 

高齢者福祉課 

第 3期豊明市老人福

祉計画・介護保険事

業計画 

平成 18 年 3 月
平成 18 年度～ 

平成 20 年度 

高確法※ 

介護保険法 

第 4期豊明市高齢者

福祉計画・介護保険

事業計画 

平成 21 年 3 月
平成 21 年度～ 

平成 23 年度 

高確法※ 

介護保険法 

児童福祉課 
豊明市次世代育成支

援地域行動計画 
平成 22 年 3 月

平成 17 年度～ 

平成 26 年度 

次世代育成支援対

策推進法 

健 康 課 

とよあけ健康基本計

画 21 
平成 16 年 3 月

平成 17 年度～ 

平成 23 年度 
健康増進法 

とよあけ健康アクシ

ョンプラン 21 
平成 17 年 3 月

保険年金課 

豊明市国民健康保険

特定健康診査・特定

保健指導実施計画 

平成 20 年 3 月
平成 20 年度～ 

平成 24 年度 
高確法※ 

社会福祉協議会 地域福祉活動計画 平成 19 年 3 月
平成 19 年度～ 

平成 23 年度 

 

※高確法：高齢者の医療の確保に関する法律 

 

２-３ 住民参加の必須 

誰もが住み慣れた地域で安心し、自立して暮らす社会をつくるため、また、地域の「ふ

れ合い・支えあい・助け合い」の活動を活発にしていくための計画であるため、計画の

対象は地域住民すべてということになります。 

また、社会福祉法第 107 条では、策定にあたっては「あらかじめ、住民、社会福祉を

目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。」と規定されてお

り、住民参加による計画づくりが必須となっています。 

本計画の策定に際して、平成 20 年度には、18 歳以上の市民 2,000 人を対象とした地

域福祉に関する市民意識調査を実施するとともに、中学校区単位で地区懇談会を開催し、

「わがまちの地域課題と活動について」というテーマで意見交換を行い、地域福祉の課

題を抽出するとともに、行政と地域との役割などについてご意見をいただきました。 

また、平成 21 年度には、市民提案型まちづくり事業に地域福祉特別枠を設け、地域福

祉活動の実践を社会実験的に展開するとともに、創発的・社会実験的な地域福祉活動の

実践を通じて、地域福祉活動の輪を市内に拡大・進展させていくきっかけとする取り組
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みも並行して進めました。 

３ 計画に盛り込む内容 

 

社会福祉法第 107 条により、地域福祉計画には次の３つの事項を盛り込まなければな

らないとされています。 
（１）地域における福祉サービスの適切な利用に関する事項 

（２）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

（３）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

以下は、３つの事項にもとづく、具体的な内容の例示です。 

社会福祉法の規定 具体的な内容（例示） 

(1)地域における福祉

サービスの適切な

利用に関する事項 

①福祉サービスの利用に関する情報提供や相談支援体制の整備 

②要支援者が必要かつ適切な福祉サービスを利用することができる仕組み

づくり 

③サービス利用に結びついていない要支援者への対応 

(2)地域における社会

福祉を目的とする

事業の健全な発達

に関する事項 

①民間事業者やＮＰＯ法人などの幅広い事業者の福祉サービスへの参入

促進 

②事業者の福祉サービスの内容や質が適正であるか点検する仕組みづくり

(3)地域福祉に関する

活動への住民の参

加の促進に関する

事項 

①地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人などの社会福祉活動への支援

のための活動拠点の充実 

②地域福祉を推進する人材の育成・確保 

 

さらに、「地域における要援護者に係る情報の把握、共有及び安否確認方法等に関する

事項」も新たに盛り込む事項として追加されています。この具体的な事項としては、災

害時等要援護者支援制度があたります。 
 

４ 計画期間 

 

本計画は、他の福祉関連計画との調整が必要となってくることから多くの自治体で計

画期間をおおむね５年としていますが、本市では長期的な視野に立ち、計画期間を平成

22 年度から平成 31 年度までの 10 年間とします。 

 



 4

 第２章 豊明市における地域福祉の現状と課題 
  

 

１ 豊明市における地域福祉の現状 

 

本計画の策定に際し、本市における地域福祉の現状と課題を把握するため、以下の３

つの手法による現況調査を行いました。 

 

【アンケート調査】 

①調査対象 

・豊明市内に在住する 18 歳以上の方のなかから 2,000 人の方を無作為に抽出 

②調査方法 

・郵送配布・郵送回収 

③調査期間 

・平成 20 年８月 25 日（月）から平成 20 年９月８日（月）までの期間 

④調査票の回収状況 
標本数 2,000（100.0%）

回収数（率） 1,097 （54.9%）

集計不能数（率） 6 （ 0.3%）

有効回収数（率） 1,091 （54.6%）

 

【団体ヒアリング調査】 

①調査対象 

・社会福祉法人豊明市社会福祉協議会（以下、社協） 

・豊明市民生・児童委員協議会（以下、民協） 

・更生保護女性会 

・草笛の会 

・おもちゃの会 

・ふれあいサロン あおい会 

・ＪＡあいち尾東豊明たすけあい けやきの会 

②調査方法 

・社協及び民協は個別に対面方式のヒアリング調査 

・更生保護女性会、草笛の会、おもちゃの会、あおい会、けやきの会は、一堂に会し

てのグループヒアリング調査 

 

【地区懇談会】 

①地区懇談会実施の目的 

日頃から地域において、様々な活動に取り組んでいる方や地域福祉に関心を持って

いる方にお集まりいただいてグループ・ディスカッションを行い、「わがまちの地域課

題と活動について」意見や情報をうかがう。 

②実施概要 
対象地区 開催日 開催場所 参加人数 

豊明中学校区 平成 20 年 10 月 18 日（土） 文化会館 26 名 

沓掛中学校区 平成 20 年 10 月 26 日（日） 市役所 15 名 

栄中学校区 平成 20 年 11 月 22 日（土） 栄中学校 29 名 

 

 



 5

１-１ 地域とのかかわりについて 

【アンケート調査より】 

■となり近所から町内会・区等の範囲での日常的なコミュニケーションが必要 

○‘地域’の定義について、全体の約６割が町内会より小さい範囲を地域として認識

している一方、２割近くが豊明市全域を地域として捉えています。地域福祉におけ

る‘地域’の範囲は、解決すべき問題や取り組みの種類によってより小さい単位か

ら市全体で取り組むものまで様々ありますが、日常的な近所づきあいや町内会・区

等の活動を活発に進めることが求められます。 
図1-1 回答者の年齢別「地域の範囲」 
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■３割強が話し相手や声がけを中心に手伝いをしており、家事や移動の支援もみられる 

○３割強が近所の人のお手伝いをした経験があり、その内容は話し相手になることや

声がけ、安否確認等が多い一方で、家事の支援や移動を伴う支援を行っていること

がわかりました。この結果より、地域福祉活動的な取り組みがある程度浸透してい

ることがわかります。 
図1-2 居住中学校区別「近所の人に対するお手伝いの経験」 
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図1-3 回答者の年齢別「お手伝いの内容」 

 
 

■地域の活動に対して約５割が積極的で約４割が消極的、豊かな地域関係の構築が課題 

○町内会・区等の活動について、約５割が積極的に参加している一方、約４割が参加

に消極的になっています。また、地域の活動に対して、以前より関心を持つように

なった方が、関心がなくなった方を上回っています。身体的あるいは時間的な理由

で参加できない方は仕方ないものの、今後は無関心層に参加を促し、‘困った時に助

け合える’‘日常的にあいさつが行き交う’より豊かな地域関係を構築することが課

題です。 
図1-4 回答者の年齢別「町内会・区等の活動への参加状況」 
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図1-5 回答者の年齢別「地域の行事や活動を活発にするために大切なこと」 
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■近隣関係は高評価、地域活動やボランティア活動の評価は相対的に低い 

○地域や周辺環境に対しては、医療施設の充実や日常生活の利便性、緑が多く豊かな

環境があることなどが評価されています。また、近隣関係は肯定的に評価され、か

つての農村的で良好な地域関係がみてとれる反面、地域活動やボランティア活動に

対する評価が最も低く、今後これらの活動に積極的に取り組むことが求められます。 
図1-6 地域や周辺環境に対する評価 
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(%)

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそうは思わない

まったく思わない 回答なし

n＝各1,091人

 
 

【団体ヒアリングより】 

○ 自治会長など地域に携わった経験がある方は地域の出来事について関心を持っている。 

○ 全体的に共働きの世帯が増えているため、地域の担い手となる人材が確保しづらい。 

○ 古くからあまり人の出入りが多くない集落・区では、近所づきあいも比較的良好に保た

れており、気軽に話し合える環境が整っている。 

○ 比較的新しい戸建て住宅地は、今は多くの子どもで活気づいているが、子どもたちが大

きくなり巣立ってしまうと、地域の高齢化が急速に進み深刻になる。 

○ マンション等の集合住宅が多い地区では、周辺とのコミュニケーションが図れていない

ため、どういう方が住んでいるかもわからない。 

○ 集合住宅が集積している地域では、居住者の高齢化に加えて外国人居住者との共生など

課題が多い。 
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【地区懇談会より】 

現状（地域での困りごと、困っているという人の声）
地域福祉活動の取り組み状況 
（こんな活動をしている、こんな活動をしたい） 

○ 日常生活のうえで決められたルールを守

らない人がいて困っている。 

○ 全ての人が対象とうたいながら町内会に

入らない世帯が増えつつある。 

○ 町内会で行っている年２回の大掃除に出

ずに朝から家族全員でどこかに行ってし

まう家庭がある。 

○ 地域のコミュニティ事業を担当する役員

が１年ごとに総入れ替えになるため、継

続していくことが難しい。 

☐ 三世代交流のグランドゴルフ大会、盆踊

り大会、区民運動会、もちつき大会等を

行っている。 

☐ 町内会と障がい者の施設が協働して夏ま

つりを行っている。 

☐ スポーツデー推進委員会が小学校区でス

ポーツ事業を行っている。 

 

 

１-２ 地域福祉に対する考え方について 

■高齢期にボランティア活動を志向する人材の活用、地域福祉活動への転換が課題 

○高齢期の過ごし方として、趣味や余暇を楽しみたいという回答が最も多い一方、地

域に貢献できるようなボランティア活動などをしたいという回答は 5.0％にとどま

っています。しかし、回答割合から絶対数を推計すると、潜在的な担い手となるこ

とが期待できる方が相当いることになります。また、趣味や余暇を楽しみたいと回

答した方が、講座等の生涯学習活動を契機に、自己実現の方法として地域福祉活動

に取り組めるような環境整備が必要です。 
図2-1 回答者の年齢別「高齢期の過ごし方についての希望」 

 

0 20 40 60 80 100

全体

50歳未満

50～64歳

65～74歳

75歳以上

8.2

13.8

12.1

4.1

1.1

20.9

20.4

29.4

17.5

9.3

36.9

36.5

32.3

42.9

37.4

6.6

5.5

4.9

8.3

8.2

5.0

4.4

5.9

6.3

1.6

11.1

5.5

8.6

11.7

21.4

0.5

1.1

0.5

0.3

0.5

5.6

9.9

3.5

3.5

8.8

5.1

2.8

2.7

5.4

11.5

(%)

経済的に自立するために、現役同様に働きたい

収入にこだわらないが、働くことは継続していきたい

趣味や余暇を楽しみたい

知識や教養を高め自分自身の向上に努めたい

地域に貢献できるようなボランティア活動などをしたい

特に何もしないでのんびりと過ごしたい

その他

わからない

回答なし

n（人）

1,091

181

405

315

182

 

36.9％ 5.0％ 
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■将来に向け様々な面で不安を抱えているが、地域で解決が望める悩みや不安もある 

○回答者及び家族が抱える悩みや不安については、健康や老後、経済的な問題など個

人的なものが中心でしたが、介護の問題や災害時の備えなど、地域で取り組むこと

で悩みや不安が軽減できそうな問題もみられました。また、若い世代では、子育て

に関することも悩みや不安として回答されており、地域で子どもを育てるといった

活動も望まれます。 
図2-2 回答者の年齢別「日常生活における悩みや不安」 
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■支えあい・助け合いの活動に４割が積極的、一歩踏み込んだ活動に期待 

○支援を必要としている方に対して、約３割が支援したいという意思を示しています

が、支援をしたいが何をすればいいのかわからないとする回答が１割強ありました。

この約４割の方に対して、地域で支援を必要としている方の状況やどのような活動

が求められているかという情報を提供することが重要です。 
図2-3 回答者の年齢別「支援を必要としている方に対する考え方」 

 

0 20 40 60 80 100

全体

50歳未満

50～64歳

65～74歳

75歳以上

29.3

15.5

31.1

35.6

28.6

13.0

12.7

14.8

13.7

7.7

30.9

40.9

27.2

28.3

34.1

2.4

3.9

2.5

2.2

1.1

10.1

9.9

11.4

8.6

9.3

0.5

0.6

1.0

0.3

9.2

13.3

8.6

6.7

11.0

4.6

3.3

3.5

4.8

8.2

(%)

近所に住む者として、できる範囲で支援したい

支援をしたいが、何をすればいいのかわからない

支援をしたいが、自分のことで精一杯でその余裕がない

支援は市役所などがやる仕事なので、近所の者がしなくてもよい

余計なお世話になってしまうので、支援はしない

その他

わからない

回答なし

n（人）

1,091

181

405

315

182

 
 

○支援の内容として、見守りや安否確認の声かけ、災害時の手助け、お年寄りの話し

相手などの取り組みが多くなっていますが、１割前後の方が買い物の手伝いや子ど

もの預かり、外出支援などもできると回答しています。この１割前後の方が、通常

の近所づきあいより一歩踏み込んだ支えあい・助け合いを実践されることが期待で

きます。 
図2-4 回答者の年齢別「手助けの内容」 

 

42.3％ 
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【団体ヒアリングより】 

○ 社協が主催している「ふれあいサロン」（65 歳以上のひとり暮らし高齢者向けの昼食会）

は、市内６地区で２カ月に１回程度開催されている。 

○ 支えあいのまちづくり事業として、「ふれあいいきいきサロン」は、４団体に 20,000 円

の助成金を出している。 

○ 地域福祉という言葉には、福祉という一般的に難しいというイメージがあるのではない

か。 

○ 民生児童委員としては、ひとり暮らしである異性のお宅の中までは入りづらい。そのた

め、電球の交換などの身近な手助けをしてあげたくてもできない。 

○ 老人クラブなどが民生児童委員をサポートすることは考えられる。老人クラブが身近な

生活支援を行うことで、地域のコミュニティの醸成にもつながる。 

○ ひとり暮らしの男性高齢者にとって、食事をつくることが最も大変なことであり、市で

行っている配食サービスを拡充するなり、すき間を埋める必要がある。 

○ 介護保険外のサービスになることもあるが、外出の付き添いを希望する方が増えている。

 

【地区懇談会より】 

現状（地域での困りごと、困っているという人の声）
地域福祉活動の取り組み状況 
（こんな活動をしている、こんな活動をしたい） 

○ 子ども会のリーダー（大人、子どもとも

に）がいない。 

○ 近所の子どもの泣き声がほとんど毎日

し、母親が大きな声で叱っている声がよ

く聞かれる。 

☐ 青少年育成会、老人会等が登校の声かけ、

交通安全など取り組んでいる[市内ほぼ

全域で]。 

☐ ご近所のお年寄りが子育て中の母親に声

をかけることをするようにしている。 

☐ 若い母親に対して子育てに関する援助を

行うべきである。 

○ 高齢者、障がい者の名簿（リスト）をつ

くることはプライバシーを考えると作成

しにくい。 

○ 地域における障がい者の実態がわからな

い。 

○ ふれあいサロンに行きたいが、歩きにく

いので迎えがほしい。 

○ ふれあいサロンのボランティア団体が高

齢化している。 

○ 障がい者、ひとり暮らしの人のごみ出し、

話し相手がほしい。 

○ 運動する場所がなく、人の集まりがない

ので屋外へ出ない。 

○ 近所の方でやってあげられるといいと思

うが、どこまで入り込んでいいか難しい。

○ 健康体操への参加を誘っても出てこな

い。どうしたら参加してもらえるか。 

○ 定年になったが何もすることがない。 

☐ 災害発生時の安否確認（希望者のみ）、

防災対策、訓練を行っている。 

☐ ひとり暮らしの人に電話や訪問が多く、

玄関に男物の靴を置いたりしている。 

☐ 地域がかなり高齢化しているため、買い

物、ごみ出しなど、近隣の人たちで助け

合ってはどうか。 

☐ 困った時はお互い様の気持ちで、同じも

のを食べている仲間同士で家事援助の活

動をしている。 

☐ 資源ゴミの回収の際、高齢者世帯にはシ

ルバー人材センターから回収スタッフを

派遣してもらい、料金を町内会で負担し

ている。 

☐ 地域の老人クラブを通してグランドゴル

フを楽しんでいる。安否確認や情報収集

にも役立っている。 

☐ 高齢者が子どもに教えることで、楽しみ

になるし、元気になれる。 

☐ お祭りの保存会員が、笛・太鼓の練習を

して、祭りで発表している。 
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１-３ ＮＰＯやボランティア活動について 

■活動への参加経験は少ないものの、条件整備により参加の拡大は期待できる 

○ＮＰＯやボランティア活動に対して、現在活動していたりこれまで参加経験があっ

たりする方は、災害の救援や地域行事、環境美化の活動で２割程度いるものの、そ

の他の活動では１割前後にとどまっています。しかし、参加したことはないが機会

があれば参加したいとする方が概ね 3～4割いることから、参加機会を提供すること

により、活動の広がりや発展が期待できます。 
図3-1 ＮＰＯやボランティア活動への参加経験と意向 

0 20 40 60 80 100

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

保健に関する活動

青少年に関する活動

環境美化に関する活動

福祉のまちづくりに関する活動

国際交流に関する活動

災害時の救援等に関する活動

地域行事のお手伝い

4.5

1.3

0.8

0.7

1.2

3.9

0.5

0.3

2.3

2.4

8.2

4.2

3.1

7.7

8.2

15.8

2.5

4.1

22.0

16.4

41.4

35.0

31.6

34.3

32.0

43.8

37.8

23.9

40.4

31.3

31.0

40.1

44.5

37.7

39.2

19.5

39.3

52.4

18.6

32.4

14.9

19.3

20.0

19.6

19.4

17.0

19.9

19.2

16.7

17.5

(%)

今、活動している 参加した経験がある 参加したことはないが
機会があれば参加したい

参加したことはなく
参加したいとも思わない

回答なし

n＝各1,091人
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○ＮＰＯやボランティア活動に参加しやすくなる条件として、自分にあった時間や内

容で活動できること、自分の仕事や特技を生かして活動できることなどが多くなっ

ており、無理なく経験や能力を生かして活動ができる環境整備が求められます。ま

た、家族や職場の理解が得られるような雰囲気を醸成することや参加につながる情

報を提供することなども活動を促すために重要な要素であるといえます。 
図3-2 回答者の年齢別「ＮＰＯやボランティア活動に参加しやすくなる条件」 

 
 

【団体ヒアリングより】 

○ 子育て支援や障がい者支援は以前からいくつかの団体が活動しているが、最近は、パト

ロールや環境に関する団体が増えている。 

○ 活動の対象者を広げたいのだが、個人情報の壁があるため難しい。 

○ 閉じこもっている高齢者に働きかけて、サロンに参加していただきたいと考えているが、

ひとり暮らし高齢者の情報が得づらい状況にある。 

○ 活動のなかでは、移動の際に自家用車に同乗させているが、移動支援を切り分けて行わ

ないと、事故が起きた時などに心配である。 

 

【地区懇談会より】 

現状（地域での困りごと、困っているという人の声）
地域福祉活動の取り組み状況 
（こんな活動をしている、こんな活動をしたい） 

○ 地域によって（小学校区ごと）保護者が

読み聞かせボランティア団体に入ってく

れやすいところと全然ダメなところの格

差が激しい。 

○ 子どもの見守り活動をしていただいてい

る方が高齢化し、危険を伴う場合がある。

☐ 豊明市文化協会が毎年みどりの文化祭で子

どもを対象とした体験教室を行っている。 

☐ 高齢になった時、ちょっとした困りごと

を気軽にお願いできるグループが地域に

あるとうれしい。 

☐ 竹林、樹木等の手入れが現状ではできて

いないので、この様な取り組みを行う組

織をつくり高齢者の元気な方々にお願い

（募集）してはどうか。 
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１-４ 行政における福祉サービスについて 

■サービス水準の維持が前提、安心して暮らし続けられる地域福祉のしくみが必要 

○行政が提供している福祉サービスについては、約６割がサービスの水準を維持しつ

つ、不要なサービスは縮小・削減することを希望しており、現状の福祉サービスを

精査し、サービスのすき間となる困りごとや課題は、地域福祉活動によるフォロー

が望まれます。 
図4-1 回答者の年齢別「福祉サービスの水準と費用負担との関係」 

 

0 20 40 60 80 100

全体

50歳未満

50～64歳

65～74歳

75歳以上

5.5

4.4

6.4

5.1

5.5

7.0

5.5

6.7

7.6

8.2

58.4

66.9

61.7

59.4

42.3

3.6

5.5

4.0

2.5

1.6

17.0

14.4

15.1

18.1

21.4

8.5

3.3

6.2

7.3

20.9

(%)

サービスは現在の水準にさらに上乗せする必要があり、税や社会保険料の負担が増えても仕方がない

サービスは現在の水準を維持するべきであり、税や社会保険料の負担が増えても仕方がない

基本的には現在のサービス水準は維持すべきだが、不要なサービは縮小・削減し応分の費用負担にすべきである

その他

わからない

回答なし

n（人）

1,091

181

405

315

182

 
 

58.4％ 
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○市として優先して取り組むべき施策としては、約４割が在宅生活を続けられるサー

ビスの充実、約 35％が高齢者・障がい者の入所施設の整備となっており、ほぼ拮抗

しています。誰もが安心して暮らし続けられる地域社会をつくることをめざし、市

として各種福祉サービスを提供する一方、地域活動やＮＰＯ・ボランティア活動へ

の参加促進や活動支援をはじめとする地域福祉活動を支えるしくみを構築していく

ことが課題となっています。 
図4-2 回答者の年齢別「市として優先して取り組むべき施策」 

 
 

 

【団体ヒアリングより】 

○ 活動資金について、ボランティアセンターなどから情報発信がある。ボランティアセン

ターが設立されてからは、情報提供が良くなった。 

○ ボランティアセンターは、登録している団体や市内の福祉関連施設の関係者と懇談会や

意見交換を行い、情報を把握することが求められる。 
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２ 豊明市における地域福祉の課題 

 

本市における地域福祉の課題は、以下の７項目に整理することができます。 

 

（１）地域における相互理解と日常的なコミュニケーション 

生活様式や価値観が多様化し、外国人の居住者も増えるなか、地域における暮らしの

ルールやマナーを再確認することが求められます。 

また、あいさつやちょっとした助け合いなど、地域における日常的なコミュニケーシ

ョンを活発にすることが課題となっています。 

 

（２）高齢者や障がい者が暮らし続けられる環境づくり 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある方など誰もが参加できるような、地域の居場所や

機会の提供が望まれます。 

また、高齢者等が日頃の生活のなかで抱えている、ちょっとした困りごとを解決する

ための活動グループやしくみを構築することなどにより、誰もが安心して暮らし続ける

ことができる地域社会を形成することが課題となっています。 

 

（３）地域で子育て家庭を支えるしくみづくり 

厳しい子育て・子育ち環境のなか、母親への声がけや子ども会の活動支援など子育ち

を見守る地域の取り組みが期待されます。 
 

（４）小地域単位での支えあい・助け合いの継続 

誰もが楽しく安心して暮らし続けられる地域づくりのためには小地域単位での地域福

祉活動の継続が不可欠となっています。 
 

（５）地域福祉への関心の醸成と活動に向けた情報提供 

市民に対し、地域福祉に対する問題意識を喚起するとともに、生涯学習講座などを契

機に人材の養成や困っている人と地域福祉活動の担い手とをつなぐ情報提供が求められ

ます。 

 

（６）地域福祉を担う団体に対する活動支援と組織間の連携 

地域組織及びＮＰＯ・ボランティア団体などに対して、経済的な支援や人材の養成、

場所及び情報の提供などを行うとともに、団体間の連携を促すことが課題となっていま

す。 
 

（７）福祉サービスを安心かつ効果的に利用するための環境整備 

公的な福祉サービスについて、質や量を充実されるとともに、利用者が安心して有効

に利用できるよう配慮することが求められます。 
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 第３章 豊明市がめざす地域福祉 
  

 

１ 地域福祉を進めるために重視すべき視点 

 

本市における地域福祉を推進するためには、以下の３つの視点を重視することが大切

です。 

 

視点１：互いの違いや多様な価値観を認めたうえで、ともに暮らすという視点 

かつての農村的な地域社会は、農作業など仕事から普段の暮らしに至るまで、

多くのことを互いに支えあい、助け合いながら生活を営んできました。しかし、

時代の変遷に応じて生活様式や価値観が多様化し、地域社会で生活規範（モラル）

が共有されているとは必ずしもいえない状況にあります。また、国際化に伴い外

国人が増加しており、今後もその傾向が進むことも予想されます。 

このような状況を踏まえ、障がいの有無はもとより、生活様式や価値観、国籍

などあらゆる互いの違いを尊重することを前提に、ともに生活を送ることができ

る成熟した地域社会を築いていくという、ノーマライゼーションの考え方を常に

持つことが大切です。 

 

 

視点２：自らが関心を持ち、積極的に地域福祉の担い手になるという視点 

地域のつながりが薄くなったため地域への関心が低下し、関心が低下すること

によって地域のつながりがより薄くなる。このように、相乗的、らせん的に引き

起こされてしまう流れにブレーキをかけ、地域福祉を推進することが求められま

す。 

そのためには、地域福祉の推進を地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体、行政

などに「お任せ」にするのではなく、市民一人ひとりが自発的に関心を持ち、地

域福祉活動を担うことが大切です。 

 

 

視点３：地域組織や各種団体の活動と連携により地域社会を再構築するという視点 

本市の地域組織や各種団体は様々な活動を積極的に展開していますが、各々の

取り組み内容が重複していたり活動領域にすき間があったりすることも少なく

ありません。 

そこで、地域組織や各種団体などが日頃から積極的に交流を行える環境を整え

るとともに、必要に応じて柔軟に連携・協力し、互いの長所を生かしつつ短所を

補い合うことにより、誰もが住みやすい豊かな地域社会をつくり出すことが大切

です。 
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２ 地域福祉の将来像 

 

地域福祉を進めるために重視すべき３つの視点を踏まえ、本市がめざす地域福祉の将

来像を以下のように掲げます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

【みんなで支える】 

地域福祉の推進を担うのは、行政や社会福祉協議会、福祉サービス事業者だけではな

く「みんな」です。市民一人ひとりが他人任せではなく、『わたくし発』で関心を高め、

地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体、企業などそれぞれの活動を通して地域福祉に取

り組むことが不可欠です。 
 

【安心・しあわせ社会】 

本計画の上位計画である第４次豊明市総合計画（計画期間：平成 18 年度～27 年度）

では、めざすべき地域社会を「協働で創る しあわせ社会」と位置付け、市民と行政が信

頼関係を深めながら安全・安心な社会を協働して構築していくことが重要であるとうた

っています。 

本計画において、地域社会の推進により市民のだれもが安心できるとともに、心から

しあわせを実感できる社会の実現をめざします。 
 

【～身近なところから無理なく始める福祉のまちづくり～】 

市民をはじめ、地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体それぞれが地域福祉活動を始め

たり拡大したりするに時に、無理をしてしまうと、ひずみやしわ寄せがどこかにできて

しまい、長続きさせることが難しくなります。 

地道に一歩ずつ前に進み、「○ふだんの ○くらしの ○しあわせ」を豊かにするためのま
ちづくりをともに進めていこうではありませんか。 

 

～身近なところから無理なく始める福祉のまちづくり～ 
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３ 将来像を実現するための目標 

 

本計画でめざす将来像、「みんなで支える 安心・しあわせ社会」の実現に向け、社会

福祉法第 107 条で地域福祉計画に盛り込むべき事項としている規定されている、（１）地

域における福祉サービスの適切な利用に関する事項、（２）地域における社会福祉を目的

とする事業の健全な発達に関する事項、（３）地域福祉に関する活動への住民の参加の促

進に関する事項に加え、厚生労働省通達（平成 19 年８月）「地域における要援護者に係

る情報の把握、共有及び安否確認方法等に関する事項」を合わせた、４つを踏まえつつ、

以下を目標として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪目標１≫ 

市民による地域福祉活動

の推進 

≪目標２≫ 

地域福祉の取り組みを 

下支えする施策の充実 

≪目標３≫ 

公的な福祉サービスの充実

と適切な利用の推進 

≪目標４≫ 

安全・安心なまちづくりに 

向けた取り組みの推進 

目標１：市民による地域福祉活動の推進

１－１  
地域住民同士の交流など地域組織の活性化

① 地域組織への参画意識の高揚 

② 組織の活性化 

１－２  
身近な支えあい・助け合い活動の実践 

① 地域における支えあい・助け合い意識の啓発 
② 支えあい・助け合い活動の推進 
③ 地域で子どもを見守り育てる取り組みの推進 

１－３  
誰もが集える地域の居場所づくり 

① 公共施設等を活用した居場所づくり 

② 世代間交流やふれあいなどの機会の提供 

１－４  
みんながいきいきと働き、役立てるしくみづくり 

① 社会参加・生きがいづくり 

② 就労機会の拡充 
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２－１  
地域福祉に対する意識の啓発と福祉教育の推進 

２－３  
地域福祉に関連する NPO・ボランティア等の育成と活動支援 

② ボランティアの発掘と育成 

③ 地域福祉活動への資金等の支援 

④ 地域福祉の活動拠点の確保支援 

２－２  
当事者団体の育成・活動支援 ② 既存の福祉団体の活動や組織運営の支援 

２－４  
小地域を単位とした地域福祉活動のしくみづくり 

① 地区社会福祉協議会の設置に向けた体制整備 

② モデル的な小地域福祉活動の推進 

① 地域福祉意識の啓発 
② 学校における福祉教育の充実 
③ 地域や福祉施設、企業等における地域福祉教育の推進 

２－５  
組織・団体間における連携・協働の促進 

① 福祉関連施設・団体同士の連携強化 

② その他の社会資源との連携強化 

① ボランティア等の活動参加への動機づけ 

① 当事者団体等の親睦・交流事業の開催支援と新たな組織化支援 

目標２：地域福祉の取り組みを下支えする施策の充実

３－１  
福祉サービスに関する情報提供と利用支援

① 福祉サービスに関する情報の収集と発信 

② 福祉サービス等の利用支援 

３－２  
福祉サービスに対する相談体制の充実 ① 相談体制の充実 

３－３  
公的な福祉サービス量の拡充と質の確保 

① 各種福祉サービスの拡充 

② 各種福祉サービスの質の確保 

３－４  
地域福祉を担う関係機関のネットワーク構築  

① 関係機関のネットワーク化 

② 社会福祉協議会の機能強化 

目標３：公的な福祉サービスの充実と適切な利用の推進

４－１  
高齢者や障がい者等の自立を支える都市環境等の整備や移動手段の確保 

① 公共施設・民間施設・公共交通機関等のバリアフリー化の推進 
② 住まいのバリアフリー化の推進 
③ 安心・便利な移動・外出支援の充実 

４－２  
災害時における要援護者の支援体制づくり  

② 防災対策の推進 

③ 災害ボランティアセンター体制の確保 

④ 災害時要援護者登録制度の推進と要援護者の２次避難所の確保  

① 自主防災体制・活動の充実 

４－３  
地域防犯活動・防犯対策の推進 

① 自主防犯活動の充実 
② 防犯対策の推進 
③ 消費生活トラブル・被害の防止と対応 

４－４  
要援護者の安否確認と権利擁護の推進 

① ひとり暮らし高齢者等の安否確認 

② 要援護者等の権利擁護・虐待防止の推進 

目標４：安全・安心なまちづくりに向けた取り組みの推進
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 第４章 地域福祉の推進施策 
  

 

１ 市民による地域福祉活動の推進 

 

１-１ 地域住民同士の交流など地域組織の活性化 

【現状と課題】 

○ 生活様式や価値観の多様化に伴い、地域住民の一部は町内会や区など地域組織へ

の参画意識が低くなっています。平成 20 年度に実施した「豊明市の地域福祉に関す

る市民意識調査」（以下、市民意識調査）においても、町内会・区等への参加状況に

ついて、約３分の１が「あまり参加していない」「ほとんどもしくはまったく参加し

ていない」と回答しています。このような状況を踏まえ、市民の地域に対する関心

をいかに高めるかが課題となっています。 

○ 一部の地域組織では、持ち回り制での役員選定などによる活動のマンネリ化がみ

られます。地域組織が活発に取り組みを行うために、場所や資金の支援を行うとと

もに、活動をけん引する人材の育成が求められます。また、これまでの地域組織の

あり方や運営方法を柔軟に見直すことが課題となっています。 
 

【施策方針】 

○ 地域組織への関心や参画意識を高めるため、地域の課題や活動情報を発信すると

ともに、地域活動への積極的な参画を促します。また、近年増加しつつある外国人

に対して、外国語による情報提供や日本語教室などを行い、地域組織への理解と協

力を促します。 

○ 地域における集会所等の施設整備や組織の運営・活動にかかる費用について、地

域組織の活動状況に応じた支援を行うとともに、コミュニティリーダーの育成を行

います。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 地域組織への参画意識の高揚 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

コミュニティ意識高揚の支援 

市民の自治意識を盛り上げるた

め、モデル地区を設定して、町内

会への加入促進や地域課題への対

応について話し合う場の提供など

に取り組んでいます。 

一律な支援を改め、積極的にコ

ミュニティ活動に取り組む

区・町内会に対する支援のあり

方について検討します。 

検討

実施 
継続 市民、行政（市

民協働課） 

 

１-１ 

地域住民同士の交流など

地域組織の活性化 

① 地域組織への参画意識の高揚 

② 組織の活性化 
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「まちの情報瓦版」の発行（コミュニティ情報の提供） 

地域組織が地域の魅力（自然、歴

史、人材など）や課題を積極的に

情報発信する活動を支援していま

す。 

紙媒体による広報紙やチラシ

の編集・発行に加えて、区・町

内会のホームページの立ち上

げを促し、継続的な情報発信を

支援します。 

継続 継続 市民、行政（市
民協働課） 

外国人に対するコミュニティ情報の提供 

市内の外国人に対して、地域にお

けるルールやマナーを含むコミュ

ニティ情報や全般的な生活情報を

発信する取り組みです。 

外国人の市民についても、地域

社会を構成する一員であるこ

とを広く理解していただくた

めに、情報提供の発信を推進し

ます。 

継続 継続 市民、行政（市
民協働課） 

 

② 組織の活性化 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

施設整備の支援 

集会所等の新築、増築、改修など

に要する経費に対して、それぞれ

の規定に沿って補助を行っていま

す。 

集会所等はコミュニティ活動

の拠点として重要な役割を果

たすため、補助を継続します。
継続 継続 市民、行政（市

民協働課） 

運営・活動費支援の見直し 

区・町内会が実施する様々な事業

経費の一部を補助することによ

り、区・町内会活動の活性化を図

っています。 

地域に支出されている補助金

等の統合等により、地域の実情

に合わせ、柔軟に各事業への配

分や使途が決定できるよう、新

たな助成金制度の導入を検討

します。 

検討

実施 
継続 市民、行政（市

民協働課） 

地域組織におけるリーダーの育成 

活動のヒントを得られるような研

修会の開催や、活動内容の見直し

及び新たな活動の展開に向けた相

談などを通して、地域活動の担い

手となる人材を育成する事業で

す。 

他の地域コミュニティ等での

先進的な活動事例などの紹介

や地域活動のあり方や取り組

み内容を見直すための話し合

いの運営方法などを研修する

プログラムを充実します。 

継続 継続 市民、行政（市
民協働課） 

行政上の位置づけの明確化 

行政区の主体性を重視しつつ、各

地域の取り組みや課題、コミュニ

ティのあり方について区長等と意

見交換を行うことです。 

各地域の活性化と自治力の高

まりに応じて、各地域に責任や

役割と権限を分担し、地域にお

いて自己決定できるしくみを

構築します。 

検討

実施 
継続 市民、行政（市

民協働課） 
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１-２ 身近な支えあい・助け合い活動の実践 

【現状と課題】 

○ 昨今、町内はもとより‘向こう三軒両どなり’においても近所付き合いがあまり

密接でない状況にあり、市民意識調査でも半数以上が「あいさつする程度の付き合

い」となっています。 

○ 市民意識調査では、全体の３割が近所の人に対するお手伝いの経験があるものの、

多くの地域では、高齢者や障がい者のちょっとしたお困りごとに対する支えあい・

助け合いの活動が不十分な側面があります。 

○ コミュニティの希薄化や核家族化が進んだことなどにより、子育て環境は非常に

厳しい状況にあり、子育て家庭の孤立化・孤独化が進んでいます。 
 

【施策方針】 

○ 地域における支えあい・助け合いの取り組みを推進するうえで基盤となる地域の

つながりを再構築するため、あいさつ・声かけ運動などの取り組みを積極的に行う

とともに、地域組織への加入を促します。また、地域組織間で情報や意見を交換す

る機会を設けるなどして、地域福祉活動に向けた意識啓発を展開します。 

○ 地域組織などを中心に、地域住民が身近な範囲でできることから取り組む支えあ

い・助け合いの活動を支援するとともに、活動の担い手となる人材の育成を行いま

す。 

○ 見守り活動や小地域で子育てに関する相談・仲間づくり活動及びファミリーサポ

ートセンター等市民参加型の子育て支援活動を支援するとともに、子どもを地域で

見守り育てる地域社会をめざします。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 地域における支えあい・助け合い意識の啓発 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

あいさつ・声かけ運動の推進 

子どもから高齢者まで、地域住民

が互いにあいさつや声かけを通し

て、顔見知りの関係になり、困っ

た時に助け合える地域社会づくり

の基礎とする取り組みです。 

各地域で行われている同種の

取り組みを拡大し、全市的な活

動に展開します。 拡大 継続 
市民、行政（市
民協働課・学校教

育課）、社協 

 

 

 

１-２ 

身近な支えあい・助け合い

活動の実践 

① 地域における支えあい・助け合い意識の啓発

③ 地域で子どもを見守り育てる取り組みの推進

② 支えあい・助け合い活動の推進 
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地域組織への加入促進 

転入世帯や地域組織に未加入の世

帯に対し、地域組織の役割や活動

内容を広報紙やホームページなど

でＰＲし、加入を促す取り組みで

す。 

市内の地域組織に共通した役

割や活動を整理するとともに、

各地域の特徴ある取り組みに

ついて情報を収集し、ＰＲを進

めます。 

拡大 継続 市民、行政（市
民協働課） 

地域組織間における情報交換の充実 

地域組織が一堂に会し、それぞれ

で取り組んでいる地域福祉の活動

について報告し合い、情報交換を

することで、より一層の活性化を

促すために行う事業です。 

現在行っている区長会などの

機会を活用して報告会を始め

るとともに、徐々に規模を拡大

します。 

検討 

実施 

拡大 

継続 

市民、行政（市
民協働課・社会福

祉課）、社協 

地域福祉活動に向けた意識啓発 

小地域における支えあい・助け合

いの活動を推進するため、活動を

応援する社会福祉協議会の諸制度

を説明するとともに、活動の立ち

上げを支援する取り組みです。 

地域組織と調整を図り、小地域

単位での説明と活動の立ち上

げに向けた話し合いの機会を

提供します。 

拡大 継続 市民、社協 

 

② 支えあい・助け合い活動の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

お困りごとお助け活動の支援 

共助の精神に基づき、地域住民の

ちょっとした困りごとを解消する

ために、元気な高齢者などが支援

するグループの設立及び活動を支

援する事業で、本市では実施に至

っていません。 

必要性は感じられるものの、推

進しづらい取り組みであるた

め、意識啓発を継続するととも

にモデル的な取り組みを積極

的に支援します。 

検討 

実施 

拡大 

継続 

市民、行政（社

会福祉課）、 

社協 

「みまもり・支縁・めえる」の実施 

安否確認の一つの方法として、携

帯電話のメール機能を活用し、地

域のひとり暮らし高齢者の安否確

認及びお困りごとの受け付けを行

う取り組みで、本市では実施に至

っていません。 

携帯電話の普及に伴い、実現が

可能になってきたため、意欲の

ある地域組織をモデル的に指

定し、取り組みを支援します。

検討 

実施 
継続 市民、行政（高

齢者福祉課） 

給食・配食サービスの拡大 

食生活が乱れがちなひとり暮らし

の高齢者に対して食事を提供する

事業です。現在、給食はふれあい

サロン等で、配食は高齢者福祉課

の事業としてそれぞれサービスを

提供しています。 

ふれあいサロン等の取り組み

を支援するなど給食サービス

の拠点が増えるよう、取り組み

を支援するとともに、配食サー

ビスを実施する活動団体に対

して事業の拡大を支援します。

検討 

実施 
継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、 

社協 

移送・買い物サービス活動の支援 

高齢者や障がいのある人などが通

院や買い物などを行うために自由

に外出ができるよう、有償で移送

サービスを行うほか、外出が困難

な人のために、買い物を代行する

などの活動を支援する事業です。 

路線バスやひまわりバスなど

の公共交通機関を補完する移

動手段として位置づけ、利用料

の一部負担などの支援を検討

します。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（社

会福祉課）、 

社協 
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担い手となる人材の養成 

地域福祉活動の担い手となる人材

を養成するため、団塊の世代を中

心とした時間に余裕のある方々を

対象とした講座を開講し、担い手

を養成する事業ですが、本市では

実施に至っていません。 

団塊の世代を始めとしたリタ

イアメント層の地域福祉活動

のきっかけを提供するための

新たな講座（仮称：定年後のい

きいきライフ講座）など、時代

の変化や地域ニーズに対応し

た新たな講座の企画・運営を検

討します。（4-2 と関連） 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（市
民協働課・生涯学

習課） 

 

③ 地域で子どもを見守り育てる取り組みの推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

地域の子ども見守り活動の推進 

自主防犯ボランティア団体やスク

ールガードが、子どもの登下校の

様子、不審者の情報の収集と発信

などを行い、子どもの安全確保の

ために活動しています。 

パトロールの備品購入費用の

補助など活動支援を通して、地

域全体で子どもたちの安全を

見守り、子どもの成長を応援す

る地域づくりを支援します。 

継続 継続 

市民、行政（総
務防災課・学校教

育課）、社協、

企業 

危険情報の集約・発信 

「豊明市地域安心安全情報共有シ

ステム」を活用し、防犯等の情報

を配信しています。 

今後も市内の防犯情報や不審

者情報を市民に伝えます。 継続 継続 
市民、行政（学
校教育課・情報シ

ステム課） 

次世代のボランティア人材の育成 

児童館の手伝いを通して、ボラン

ティア精神を育てるとともに、次

世代のボランティア人材を育成し

ています。 

次世代のボランティア活動の

担い手に児童館の全体行事へ

の参加を促す。 
継続 継続 

市民、行政（児
童福祉課・学校教

育課） 

文科系ジュニアクラブ活動の推進 

土曜日・日曜日に部活がないため、

学校施設を利用して文科系の子ど

も向け活動を実施しています。地

域・保護者の理解と協力のもと、

本市に確実に定着し、成果も大い

に得られてきました。 

休日の活動支援として本クラ

ブ 7年間の実績を踏まえ、さら

に継続・発展させていきます。
継続 継続 市民、行政（生

涯学習課） 

地域型総合スポーツクラブの充実 

土曜日・日曜日の部活動をクラブ

化し、学校施設を利用して小学校

４年生～６年生及び中学生までの

児童・生徒のためのスポーツ活動

を実施しています。 

休日の活動支援として継続し

ます。 

継続 継続 市民、行政（生
涯学習課） 

 



 27

１-３ 誰もが集える地域の居場所づくり 

【現状と課題】 

○ 都市化が進み、近所付き合いが少なくなるなかで、地域住民が互いに交流するた

めの居場所が少なくなりつつあります。 

○ 地域老人クラブや子ども会組織の一部沈滞化や行事・イベントの減少に伴い、地

域における世代間交流の機会が減少傾向にあります。また、障がいのある方や外国

人が地域で暮らし続けられるよう理解を促進することが望まれます。 
 

【施策方針】 

○ 既存の集会所や老人憩いの家、児童館などの充実を図るとともに、各種団体がそ

れらを活用して行っているサロン等の活動を支援します。また、公共施設などを活

用して、地域住民の誰もが気軽に集まり、交流できる「みんなの集い場」づくりを

支援します。 

○ 地域における世代間交流を充実されるため、行事・イベント時などに工夫して子

どもから高齢者までが楽しめる場づくりを進めます。また、障がいのある方やその

保護者同士が交流する機会を充実させる一方、多文化共生に向けた地域住民間の交

流に対して支援を行います。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 公共施設等を活用した居場所づくり 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

老人憩いの家の整備・充実 

高齢者の地域活動拠点の場所とし

て区単位で設置しており、管理運

営は、地域老人クラブ及び区に委

託しています。老朽化に伴い建物

の改修が必要になっている施設も

あります。 

バリアフリー化を進め、高齢者

や障がい者など誰もが利用し

やすい施設づくりを進めます。
継続 継続 市民、行政（高

齢者福祉課） 

地域活動支援センターの設置・充実 

現在、障がい者の居場所として地

域活動支援センターが市内に１箇

所あります。また、精神障がい者

が利用できる地域活動センターは

市外の施設を利用しています。 

市外の地域活動支援センター

が利用できるようにするとと

もに、市内にもセンターが設置

されるよう、社会福祉法人等に

働きかけます。 

継続 

拡大 
継続 市民、行政（社

会福祉課） 

 

１-３ 

誰もが集える地域の居場

所づくり 

① 公共施設等を活用した居場所づくり 

② 世代間交流やふれあいなどの機会の提供 
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地域子育て支援センターにおける機能の充実 

家庭内で孤立しがちな親が気軽に

子育てに関する相談や情報を入手

できる施設として、市内３箇所（中

学校区に１つ）に子育て支援セン

ターを開設しています。 

子育て支援の拠点としてそれ

ぞれの居場所、相談等の機能を

強化するとともに、世代間交流

の機会について拡大を検討し

ます。 

継続 

拡大 
継続 市民、行政（児

童福祉課） 

児童館における機能の充実 

豊明市の児童館は、市内小学校区

に設置され８館と小学校の空き教

室を利用した２つの分室があり、

各児童館において時代の流れに合

わせ子育て支援や児童健全育成を

目的に様々な行事や活動を行って

います。 

児童館での遊びを通して体力

増進を図るとともに情緒を豊

かにし、心身ともに健やかな子

どもに育てます。また、母親ク

ラブ活動の育成など地域に根

ざした取り組みを推進します。

継続 継続 市民、行政（児
童福祉課） 

「みんなの集い場」づくりの支援 

公民館や集会所などを誰もが気軽

に立ち寄れる「みんなの集い場」

として開設し、お茶を飲んだり学

習したりという場づくりを支援す

る事業です。 

地域組織やＮＰＯ・ボランティ

ア団体が連携して取り組める

よう、支援制度を検討するとと

もに、先進事例等の情報提供を

行い、活動を促します。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（市
民協働課・社会福

祉課）、社協 

ふれあいサロンの充実 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者

を対象に高齢者同士、ボランティ

ア人材とのふれあいを目的に、民

生児童委員、ふれあいサロンボラ

ンティア団体の協力のもと奇数月

（７月除く）に６地区で開催して

います。 

高齢化などによりボランティ

ア団体の負担が増しているた

め、新たな担い手の養成を行い

つつ、活動の持続性を高めま

す。また、開催回数を増やし、

居場所としての充実を働きか

けます。 

継続 

拡大 
継続 市民、社協 

ねんりんクラブの充実 

閉じこもり予防を目的に、体操に

よる体力づくりや、手工芸・趣味

活動を通じた交流による生きがい

づくりを目的に開催しています。 

取り組みが継続するよう、各地

域の民生児童委員や地域組織

による運営の協力を得るため

の働きかけを継続します。 

継続 継続 市民、行政（高
齢者福祉課） 

松竹梅の会の充実 

高齢者に対して、「食べること」を

通じて低栄養状態の予防・改善に

つながり、食べる楽しさを共有す

る地域栄養活動として進められて

います。 

食を通じた健康づくりを進め

るため、より多くの参加者が集

まるよう事業内容や開催場所

について検討し、活動の継続を

支援します。 

継続 継続 市民、行政（高
齢者福祉課） 

ふれあいミニデイサービスの充実 

高齢者が自ら活動に参加し、健康

づくり体操や認知症予防のための

取り組みをするとともに、介護予

防に関する知識・技術の普及や啓

発を推進しています。 

閉じこもりがちな人が、より多

く利用できるようなアプロー

チ方法や内容を検討し、活動の

持続・拡大を支援します。 

継続 

拡大 
継続 市民、行政（高

齢者福祉課） 

食生活改善推進員グループの活動支援 

市民の食生活改善活動の普及をめ

ざし地域に密着した活動を展開し

ています。グループの自主的な活

動のほかに、健康課、「おやこの食

育教室」、「ジュニア食育レッスン

（ヘルスサポーター養成講座）」、

「男性の料理教室」を受託して実

施しています。 

市民へのさらなる食生活改善

の普及のために、今後も市で講

座を実施するなど、活動充実を

支援します。 
継続 継続 市民、行政（医

療健康課） 
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② 世代間交流やふれあいなどの機会の提供 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

世代間交流の機会の充実 

各種イベント時などに、子どもか

ら高齢者まで、広く参加を促し、

世代間で交流が図る取り組みがそ

れぞれの地域で進められていま

す。 

世代間交流につながるイベン

トを支援するとともに、日常的

に世代間がコミュニケーショ

ンを図れるような地域社会づ

くりを支援します。 

拡大 

継続 
継続 

市民、行政（児
童福祉課・高齢者

福祉課・社会福祉

課） 

インターネットを活用した世代間交流の推進 

地域の公共施設等でパソコン講座

を開設し、子どもや若い世代が高

齢者にインターネット及びメール

の使い方を教え、それらを活用し

て交流できるような環境づくりを

行うことです。 

インターネット及びメールを

活用し、日常的に世代間交流が

図れるように、取り組みを支援

します。 
検討 実施 

市民、行政（児
童福祉課・高齢者

福祉課・社会福祉

課・生涯学習課）

地域に住む障がい者との交流機会の充実 

市内の障がい者団体を支援し、障

がい者やその保護者の交流機会や

情報交換の場が提供できるように

しています。 

今後も、障がい者やその保護者

の交流等を支援するとともに、

障がい者の社会参加が進むよ

うに障がいに対する理解の促

進を積極的に進めます。 

継続 継続 市民、行政（社
会福祉課） 

多文化共生に向けた取り組みの充実 

市内に住む外国人との交流を図

り、互いの文化を理解するととも

に、地域のルールやマナーについ

て共通理解を図る取り組みです。 

国際交流協会等関係機関と連

携し、地域に根ざした交流活動

を通じて支えあい・助け合いの

精神を醸成します。 

拡大 

継続 
継続 市民、行政（市

民協働課） 
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１-４ みんながいきいきと働き、役立てるしくみづくり 

【現状と課題】 

○ 支えあい・助け合いの地域社会を構築するためには、子どもから高齢者までの幅

広い参加を促すことが求められます。 

○ 障がいのある方にとって、就労の場を確保することは大変難しい状況にあります。 
 

【施策方針】 

○ シルバー人材センターなどと連携し、高齢者の生きがいづくりをきっかけとした

社会参加を促すとともに、子どもが地域社会に存在し、役立っていると実感できる

ような機会の提供を、関係機関と連携しつつ進めます。 

○ 障がいのある方が働く機会を得られるよう、関係機関と連携しつつ、就職のあっ

せんや訓練による職業能力開発を行います。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 社会参加・生きがいづくり 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

シルバー人材センター 

自らの生きがいの充実や社会参加

を希望する高齢者の就業機会の増

大と福祉の増進を図るとともに、

高齢者の能力を生かした活力ある

地域社会づくりに寄与することを

目的に高齢者を派遣しています。 

会員の生活環境に合わせたボ

ランティア活動やサークル活

動など、社会参加活動の普及・

発展を図るとともに、シルバー

ワークプラザにおける事業の

拡大を図ります。 

継続 継続 市民、行政（高
齢者福祉課） 

子どもの社会参画機会の充実 

子どもが地域社会に存在し、役に

立っていると実感できるよう、地

域のイベント等に積極的に参画で

きるような機会を提供する取り組

みです。 

子ども会やＰＴＡ等、地域組織

等との連携を図り、子どもの社

会参画意識の高揚を支援しま

す。 

継続 継続 

市民、行政（児
童福祉課・学校教

育課・生涯学習

課）、社協 

 

１-４ 

みんながいきいきと働き、

役立てるしくみづくり 

① 社会参加・生きがいづくり 

② 就労機会の拡充 
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② 就労機会の拡充 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

障がい者の就労機会の確保 

障がい者の就職面接会等を開催

し、働く場の提供に努める事業で

す。 

民間事業所との連携を強化し、

障がい者の就労・社会参加の拡

大に向けて検討を進めます。 
継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協、企業 

障がい者の就労や社会生活を支援する窓口の設置 

就労や社会生活に関する相談窓口

は、市役所社会福祉課、豊明福祉

会が運営する障害者地域生活支援

センター、社会福祉協議会に設置

されている地域福祉サービスセン

ターの３箇所で実施しています。 

平成 21 年度に設置された尾張

東部地区障害者就業・生活支援

センターと連携をとりつつ、取

り組みを継続します。 
継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

企業への情報提供とマッチング 

障害者自立支援法の施行に伴い、

障がい者の一般就労が進められて

います。市内の通所施設からも、

毎年数人ではありますが、一般企

業に就職しています。 

市内の障がい者施設も就労継

続支援や就労移行等の事業に

取り組む一環として、企業と障

がい者の就職面接会等を開催

するなど一般就労を推進しま

す。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協、企業 

ジョブコーチ等の制度利用促進 

ジョブコーチに関する相談につい

ては、基本的にハローワークでの

相談にゆだねている現状です。た

だし、そこに至るまでの案内等は

各相談支援事業所で行っていま

す。 

ジョブコーチ等の制度利用に

ついても、尾張東部地区に障害

者就業・生活支援センターと連

携をとりつつ、取り組みを推進

します。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、企

業 

コミュニティビジネス等の起業支援 

高齢者や障がい者の働く場となる

一方、地域社会が抱える課題や市

民ニーズに合致した事業「コミュ

ニティビジネス」の企業を支援す

る取り組みです。 

民間事業所との関係性等に配

慮し、持続可能性の高い地域福

祉活動の展開に向け、積極的に

支援します。 

検討 実施 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協、企業 
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２ 地域福祉の取り組みを下支えする施策の充実 

 

２-１ 地域福祉に対する意識の啓発と福祉教育の推進 

【現状と課題】 

○ 地域における支えあい・助け合いの取り組みが市内各地で行われるためには、市

民の地域福祉に関する理解を促すことが不可欠です。 

○ 本市における地域福祉が将来にわたって発展するためには、次代を担う子どもた

ちが様々な体験を通して福祉の心を育むことが重要です。 

○ 子どもから大人まで、幅広い層の地域住民が支えあい・助け合い活動の担い手と

なるよう地域や福祉施設、企業等における地域福祉教育の推進が課題となっていま

す。 
 

【施策方針】 

○ 市民の地域福祉意識を啓発するため、広報紙等によるＰＲを推進するとともに、

障がいに対する理解を促す講演会や市民向けの福祉講座の開催などを継続します。 

○ 市内の学校における福祉実践教室や福祉協力校指定などの取り組みを通して、地

域福祉に対する意識高揚を図るとともに、命の大切さや自己肯定感を学び感じる教

育にも取り組みます。 

○ 小中学生を対象にした福祉施設での福祉体験や乳幼児とのふれあい体験を推進す

るとともに、地域の大人を対象としたボランティア実践講座、企業市民を対象とし

た福祉講座等の機会提供を推進します。 
 

【施策体系】 

 
【単位施策】 

① 地域福祉意識の啓発 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

広報紙等を通じた地域福祉意識の啓発 

市民の地域福祉意識を高揚させる

ため、広報とよあけや社協だより

やホームページを通じて啓発や情

報提供を行っています。 

地域福祉に関する特集記事を

組むなど、広報とよあけや社協

だより等を充実し、市民の地域

福祉意識の高揚に努めます。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

２-１ 

地域福祉に対する意識の

啓発と福祉教育の推進 

① 地域福祉意識の啓発 

② 学校における福祉教育の充実 

③ 地域や福祉施設、企業等における地域福祉教

育の推進 
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障がいへの理解促進のための福祉講演会等の開催 

毎年、豊明まつりに合わせて、福

祉展を開催しています。また、平

成 20 年度には、精神障がい者の就

労に関する講演会、発達障がいに

関するシンポジウムを開催し、多

くの市民が参加しました。また、

市の広報誌で障がい者団体の紹介

も行っています。 

平成 18 年に実施したアンケー

ト調査結果をみると、本市で今

後充実すべきことの最上位に

「障がいへの理解」があげられ

ています。この結果は、10年前

の調査時と同様の結果になっ

ていることから、今後も引き続

き講演会や研修会を開催し、障

がいへの理解促進に努めます。

継続 継続 市民、行政（社
会福祉課） 

市民向け福祉講座の開催 

社協では、市民福祉講座を年１回

開催しています。 

地域のニーズに合った講座内

容の講座を地域に出向く方法

で開催します。 

継続 継続 市民、社協 

 

② 学校における福祉教育の充実 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

福祉実践教室の充実 

障がいのある方との交流や、実践

的な体験を通して｢福祉｣を考え、

地域で暮らす障がい者や高齢者と

｢ともに生きる｣明るい社会とはど

んな社会かをみんなで考える“き

っかけづくり”とするため、市内

12 校の小中学校で年１回ずつ開

催しています。 

市内 12 校の小中学校において

継続的に実施します。また精神

障がいなどをテーマにしたプ

ログラムの実施も検討します。 継続 

拡大 
継続 市民、社協 

福祉協力校指定の継続 

市内の小･中･高校 14 校を福祉協

力校に指定し、｢校内福祉教育推進

委員会｣等を設置するなど、各学校

の実情に合わせ、高齢者福祉･障が

い者福祉などの活動の企画･実践

を行っています。具体的には、校

内活動として、福祉実践教室の開

催、ボランティア講座、映画の実

施、作文･ポスター･福祉新聞つく

り、募金活動、ベルマーク･使用済

み切手の収集などが行われていま

す。また、学校外活動として、体

験活動･講座参加、施設訪問活動、

地域の老人や障がい者等との交流

などが行われています。 

学校・施設・社協が連携を一層

強化し、高齢者や障がい者の体

験を充実させ、体験学習・実践

教室を充実します。また、体験

を通じて、日常生活におけるバ

リアフリーや福祉に対する児

童・生徒の理解をさらに深めて

いきます。 継続 継続 

市民、行政（学

校教育課）、社

協 
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自尊感情を高める教育 

市内全小中学校及び高校を対象

に、「いのちの大切さ教育」に取り

組む助産師及び保健師を講師とし

た「自尊心を高める教育」をそれ

ぞれの学校の授業時間内で実施し

ています。小学校から高校まで系

統的に子どもたちの気付きを促す

ことに力点をおきながら、自尊感

情の育ちを促しています。具体的

なテーマは、対象学年や各校の実

情に応じ、学校と相談の上決定し

ており、例えば、「胎児の成長過程」

や「対等な男女関係」、「人生設計

と性の自己決定」、「抱っこ体験、

赤ちゃんお世話体験」等ロールプ

レイや実習を取り入れての授業内

容としています。 

市内での事業実施を定着させ

るとともに、保育園など連携の

幅を広げ、より体系的な取り組

みへと発展させていきます。ま

た、学校で行われる関連授業と

の調整を図りながら、より効果

的な事業展開について検討し

ていきます。児童生徒の発達段

階に応じて、生きる喜び、生命

の尊さ、かけがえのない生命、

互いの尊重の視点を設定して

きっかけ作りをします。 

継続 継続 

市民、行政（医

療健康課）、社

協 

 

③ 地域や福祉施設、企業等における地域福祉教育の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

青少年等ボランティア福祉体験学習の充実 

社会福祉の啓発と青少年の社会参

加を促進しようとするため、中学

生･高校生を対象に、市内の社会福

祉施設６施設（知的障害者通所授

産施設メイツ、身体障害者更生援

護施設ゆたか苑、特別養護老人ホ

ーム豊明苑、特別養護老人ホーム

勅使苑、豊明老人保健施設、豊明

第二老人保健施設）で１日約 10

名を各施設で受け入れてもらう方

法で、毎年夏休み期間を中心にボ

ランティア体験学習を実施してい

ます。 

市内６施設のボランティア担

当者と調整の上、各施設への受

け入れを進めていますが、各施

設からは“受け入れが困難”

な場合もあり、今後は社協と施

設側との連携を強化すること

によって、事業の充実を図りま

す。 

継続 継続 市民、社協 

小中学生と乳幼児とのふれあい体験事業の推進 

少子化が進み、親になり子どもを

産むときになって初めて赤ちゃん

にふれる親も多くなり、子育てが

難しくなっている中、小学生・中

学生の段階で赤ちゃんとのふれあ

い体験を行い、親になるための準

備教育としてのふれあい体験を、

中学生の職場体験事業として実施

しています。 

自尊感情を高める教育と連携

し、職場体験事業の一環として

の乳幼児とのふれあい事業に

ついて、事業効果の向上に努め

るともに、子育てグループ等と

の連携により、小学生を対象と

した地域における乳幼児との

ふれあいの実施に努めます。 

継続 継続 

市民、行政（学

校教育課）、社

協、企業 
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地域ボランティア実践講座の開催 

社会福祉に関する実践活動の機会

を地域に発信し、交流を深め、理

解と思いやりを育て、ともに生き

る明るい社会をめざして、平成 21

年度より、地域に出向き、地区の

子ども会と連携し、高齢者擬似体

験・点字・アイマスク･車イス体験

などを実施しています。 

今後とも、豊明市子ども会連絡

協議会の会議などを通じて、各

子ども会への事業内容のＰＲ

と周知を図り、子ども会(地域）

との連携により、事業を推進し

ます。 

継続 継続 市民、社協 

福祉実践教室への保護者や地域住民の参加促進 

手話講座、地域ボランティア実践

講座、視覚障がい者ガイド・高齢

者擬似体験インストラクター養成

講座といった専門的な講座ではな

く、地域の大人が気軽に参加でき、

障がい者等と交流できるような初

歩的な福祉実践教室を行うもので

すが、まだ、実施には至っていま

せん。 

地域の大人たちの地域福祉に

対する理解を深め、関心を高め

るため、福祉実践教室へ保護者

や地域住民の参加機会を設け

るよう、検討します。 検討 実施 市民、社協 

企業の社員を対象にした福祉講座等の開催 

企業の社員を対象としたボランテ

ィア研修会や福祉講座などを開催

するものですが、市としてこれま

で企業（社員）の福祉教育の支援

を行ったことはありません。 

現状の経済状況下では難しい

と思われますが、企業及びその

社員の方が地域福祉に対する

理解を深め、ボランティア活動

や障がい者の雇用機会の拡大

に取り組むことは今後必要性

が高まると予想されることか

ら、出前講座を活用するなど、

企業の社員を対象とした福祉

講座等の実施を検討します。 

検討 実施 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協、企業 
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２-２ 当事者団体の育成・活動支援 

【現状と課題】 

○ 障がいのある方やその家族の方で構成される当事者団体が、親睦事業を行ったり

地域組織等と連携しながら交流事業を行ったりする際の継続的な支援が求められま

す。また、発達障がい者など最近増加傾向にある障がい者のニーズに応じて、新た

な当事者団体の育成支援を行うことが望まれます。 

○ 本市には、地域福祉に関連する既存の福祉団体や各種団体があり、それぞれ活発

な活動を行っています。 
 

【施策方針】 

○ 当事者団体が取り組んでいる親睦・交流事業を支援するとともに、必要に応じて

新たな当事者団体等の設立及び育成を支援します。 

○ 既存の福祉団体、各種団体の自主性・自立性を尊重しつつ、積極的な活動展開を

支援するとともに、団体間の円滑な連携を促します。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 当事者団体等の親睦・交流事業の開催支援と新たな組織化支援 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

当事者団体等が開催する交流事業等への支援 

心身障がい者（児）福祉団体合同

体育祭、心身障がい者（児）オリ

エンテーリングなど、障がい者や

その保護者の交流機会や情報交換

の場が提供できるよう市内の障が

い者団体を支援しています。この

ような中で、障がい者の施設が設

置されている町内会等では、夏祭

りを合同で開催するなど活発な交

流を行っている事例もみられま

す。 

今後も、障がい者やその保護者

の交流等を活発にしていくた

め、その支援に努めます。また、

こうした事業を通じて、障がい

者の社会参加と障がいに対す

る理解の促進を強化します。 継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

２-２ 

当事者団体の育成・活動支

援 

① 当事者団体等の親睦・交流事業の開催支援と

新たな組織化支援 

② 既存の福祉団体の活動や組織運営の支援 
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団体等当事者によるピアカウンセリングの促進 

何らかの共通点（同じような環境

や悩み）を持つ（または経験した）

グループ間で、対等な立場で同じ

仲間として行われるピアカウンセ

リングは、精神障がい者のケアや

子育て不安を抱く保護者ケアなど

において重要ですが、本市では障

がい者または障がい児のための相

談支援事業の業務として位置づけ

られています。しかし、ピアカウ

ンセリングを行いたいという当事

者団体等への支援は行われていま

せん。 

障がいのある人や子育て不安

を抱いたことがある人が自ら

の体験に基づいて、不安や問題

を抱える人の相談に応じて、問

題の解決を図る「ピアカウンセ

リング」や「メンター」の活動

に対し、ピアカウンセラー養成

研修の実施の他、活動拠点面や

宣伝・ＰＲ面など、多面的な支

援に努めます。 

検討 実施 市民、行政（社
会福祉課） 

新たな当事者団体等の育成支援 

アスペルガー症候群（高機能自閉

症）など高機能広汎性発達障がい、

LD や ADHD などの軽度発達障がい

者が増加傾向にありますが、本人

や家族等で構成される団体が十分

でないのが現状です。 

軽度発達障がい者や高次脳機

能障がい者など、最近増加傾向

にある障がい者などのニーズ

を把握し、当事者やその家族の

ための団体育成に努めます。 

実施 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

 

② 既存の福祉団体の活動や組織運営の支援 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

既存の福祉団体の活動や組織運営の支援 

母子寡婦福祉会、老人クラブ連合

会、子ども会連絡協議会、心身障

がい者・児福祉団体連合会、身体

障害福祉協会など、福祉団体に対

して活動助成金の交付の他、行

事・会議等の運営や資料作成とい

った事務局的な支援を行っていま

す。 

各種福祉団体の自主性・自立性

に基づく、団体活動や団体運営

の活性化をめざして、活動助成

や事務局的な支援を引き続き

実施します。また、各種福祉団

体同士の相互連携が円滑に進

むよう支援に努めます。 

継続 継続 市民、社協 

 



 38

２-３ 地域福祉に関連するＮＰＯ・ボランティア等の育成と活動支援 

【現状と課題】 

○ 市民意識調査では、ボランティア活動への参加経験はそれほど高くないものの、

「参加したことはないが機会があれば参加したい」が 3～4割程度あることから、こ

れらの層に対する活動参加への動機づけが求められます。 

○ 市民意識調査では、高齢期の過ごし方について、４割近くが「趣味や余暇を楽し

みたい」としており、これらの層に対して生涯学習講座等を契機にして地域福祉活

動に取り組む担い手を発掘し、育成することが課題となっています。 

○ 地域福祉活動を行うにあたって、多くの地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体は

取り組みに必要な資金や活動拠点を継続的に確保することが難しい状況にあります。 
 

【施策方針】 

○ 市民に対してボランティア活動に参加を促すため、各種ＰＲや意識啓発を行うと

ともに、ボランティアセンターを中心にボランティア活動への動機づけとなるよう

な情報発信を行います。 

○ 高齢者の生きがい講座をはじめとする各種ボランティア養成講座を充実し、地域

福祉活動の担い手づくりを進めるとともに、ボランティア保険の加入を促進してボ

ランティア活動への取り組みを支援します。 

○ 地域福祉活動に取り組むそれぞれの地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体に対し

て、資金や場所の提供などを通して、活動状況に応じた支援を推進します。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① ボランティア等の活動参加への動機づけ 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

広報紙等を通じた地域福祉意識の啓発 

［再掲（地域福祉意識の啓発）］ 継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

障がいへの理解促進のための福祉講演会等の開催 

［再掲（地域福祉意識の啓発）］ 
継続 継続 市民、行政（社

会福祉課） 

市民向け福祉講座の開催 

［再掲（地域福祉意識の啓発）］ 継続 継続 市民、社協 

２-３ 

地域福祉に関連する NPO・

ボランティア等の育成と

活動支援 
③ 地域福祉活動への資金等の支援 

④ 地域福祉の活動拠点の確保支援 

② ボランティアの発掘と育成 

① ボランティア等の活動参加への動機づけ 
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ボランティア情報提供の充実 

社協ボランティアセンターのＨ

Ｐ、とよあけ市民活動情報サイト

や情報誌コラボレーションなど

で、ボランティア団体や市民活動

団体を紹介しています。 

多くの人が気軽にボランティ

ア団体や市民活動団体などの

活動に一歩を踏み出せるよう、

わかりやすく魅力的な情報発

信に努めます。 

継続 継続 

市民、行政（市

民協働課）、社

協、企業 

ボランティアセンターの充実 

ボランティアセンターを設置し、

ボランティア活動を希望する方の

登録の受付、ボランティア活動を

したい人、必要としている人、福

祉施設などからの相談、連絡調整

を実施しています。 

ボランティア相談窓口の開設

日や開設時間帯の拡大、出張型

相談の実施、相談マニュアルの

作成等による相談の質の向上

を進めるなど、きめ細かなボラ

ンティア相談が行えるような

体制づくりに努めます。 

継続 継続 市民、社協 

 

② ボランティアの発掘と育成 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

各種ボランティア養成講座の充実 

防災ボランティアコーディネータ

ー養成講座や防災ボランティアコ

ーディネーターフォローアップ講

座、手話講座、地域ボランティア

実践講座、ボランティア講座、視

覚障がい者ガイド・高齢者擬似体

験インストラクター養成講座など

を実施しています。 

※関連：「③地域や福祉施設、企業

等における地域福祉教育

の推進」の「地域ボラン

ティア実践講座」 

ア．カリキュラムの見直しとプ

ログラムの充実 

入門から専門まで段階的な講

座が多様に用意されたわかり

やすく体系的なカリキュラム

になるよう講座の充実に努め

ます。また、講座修了後に確

実に実践活動につながるよう

な効果的なプログラムの作成

と、スキルアップ研修の充実

に努めます。 

継続 継続 市民、社協 

イ．シニア世代の生きがい講座

の開催 

団塊の世代を始めとしたリタ

イヤメント層の地域福祉活動

のきっかけを提供するための

新たな講座（仮称：定年後の

いきいきライフ講座）など、

時代の変化や地域ニーズに対

応した新たな講座の企画・運

営を検討します。 

検討 実施 

市民、行政（生

涯学習課）、社

協 

ウ．広域連携・協働による講座

の充実と効率化 

ボランティア養成講座によっ

ては、本市の規模だけでは参

加者が十分に集まらないよう

な状況もあることから、近隣

市町社協との共催やＮＰＯ等

との共催や委託による講座の

開催、ＮＰＯや社会福祉法人

等が実施している講座の後援

等による支援を進めます。 

実施 実施 市民、社協 
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ボランティア団体等の保険の加入促進 

ボランティア活動や市民活動中に

おける万一の事故に備えて安心し

て活動が行えるよう、ボランティ

ア保険の加入や豊明市市民活動総

合保険の加入を促進しています。 

引き続きボランティア保険の

加入促進に努めます。 

継続 継続 

市民、行政（市

民協働課）、社

協 

 

③ 地域福祉活動への資金等の支援 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

市民活動情報の発信と相談等の充実 

市民活動団体の始めて間もない公

益的な活動に対する経費の一部の

補助や市民活動団体の立ち上げや

ステップアップを対象とした事業

経費の一部の補助、活動のノウハ

ウや運営等に関する相談・情報提

供、行政関係部署との連絡調整を

行っています。 

財政面で弱い、立ち上げ期の市

民活動団体を資金面（補助金、

委託料等）や相談・情報提供な

どによって活動支援すること

で、より市民活動を活性化さ

せ、公共的サービスを担える団

体を育成します。 

継続 継続 市民、行政（市
民協働課） 

支えあいのまちづくり助成金の交付 

安否確認・支援サービス、ふれあ

いいきいきサロン、地域交流事業

に対し、まちづくり助成金を交付

し、誰もが安心して、生きがいを

持ちながら暮らしていけるまちづ

くりを進めています。 

区長会及び区会に出向いての

説明、機関紙での啓発ととも

に、老人クラブ組織への趣旨等

の啓発により、支えあいのまち

づくりの拡大と定着に努めま

す。 

継続 継続 市民、社協 

市民提案型まちづくり事業の推進 

市民のアイデアや提案をまちづく

りに活かしていくため、広く企画

を募集し、協働事業として実施し

ていく活動を財政面で支援し、関

係各課と連携しながら事業化して

いく助成事業を平成 18 年度より

実施しています。平成 18 年度は、

市民活動推進補助金（はじめの一

歩補助金）として募集を開始し、

平成 20 年度からは、より公益性の

高い事業を市の委託事業として実

施する「まちづくり公益事業委託

コース」を創設しました。 

市民創発事業として「地域福祉

特別枠」を設けて実施した平成

21 年度の「市民提案型まちづく

り事業」の成果を踏まえつつ、

地域福祉活動の活性化を図る

という観点から助成等制度の

充実に努めます。 継続 継続 
市民、行政（市
民協働課・社会福

祉課） 

アダプトプログラムの推進 

市民参加による道路や河川、公園

などの公共施設の定期的な清掃美

化活動を促進し、地域や公共施設

に対する市民の愛着や誇りの気持

ちを醸成するため、地域ボランテ

ィア団体と市が活動内容等に関す

る合意書を締結し、市が清掃美化

に必要な用具等の支給を行うなど

により、活動を支援するアダプト

プログラムを平成 17 年 10 月より

進めています。 

アダプトプログラム参加者の

意欲を高めるため、懇談会を実

施し意見交換の機会を設けま

した。これからのまちづくりに

おいて、市民参加によるボラン

ティア活動の果たす役割が重

要なため、今後も事業を継続し

ます。 

継続 継続 

市民、行政（市
民協働課・都市計

画課・環境課・土

木課） 
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④ 地域福祉の活動拠点の確保支援 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

市民活動室の充実 

市民活動室では、市民活動に関わ

る情報の受発信や市民活動を進め

る上で必要となる打ち合せスペー

スや印刷機等の設備の提供などを

行っています。 

市民団体やボランティア団体

等にとって、市民活動室がより

利用しやすい施設となるよう

に施設運営に努めます。 

継続 継続 市民、行政（市
民協働課） 

総合福祉会館の会議室等の利用促進 

総合福祉会館では、福祉団体やボ

ランティア団体の打ち合せや勉強

会などに、会議室の提供や印刷機

やコピー機の貸出しを行っていま

す。 

福祉団体やボランティア団体

等にとって、総合福祉会館がよ

り利用しやすい施設となるよ

うに施設運営に努めます。 

継続 継続 市民、社協 

公共施設や集会所の利用促進 

地域福祉活動の場となる公共施設

や各地域の集会所の利用促進を図

っています。 

市が管理する公共施設や地域

が管理運営している集会所の

運用規則の見直しなどを促し、

地域福祉活動への利用促進を

図ります。 

検討 実施 
市民、行政（市
民協働課・高齢者

福祉課） 

空きスペース等を活用した地域福祉活動拠点の確保支援 

多様な地域福祉活動を促進するた

め、空きスペースの有効活用を図

りながら身近な徒歩生活圏レベル

で、様々なタイプの地域福祉活動

の拠点のあり方について検討し、

拠点確保の支援策を新たに検討し

ます。 

《例示》 

a)一般の空き家を活用するケース 

b)商店街等の空き店舗を活用する

ケース 

c)小学校の余裕教室など公共施設

を活用するケース 

d)世帯人員が少なくなった自宅を

開放するケース（地域共生の家） 

今後「場」「情報」「人材」等の

支援や、活動拠点としてどの様

な機能または施設が求められ

るのか、空き店舗や余裕教室の

利用などを可能性として含め

ながら構想の段階から協働で

検討します。 

検討 実施 
市民、行政（市
民協働課・学校教

育課） 
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２-４ 小地域を単位とした地域福祉活動の仕組みづくり 

【現状と課題】 

○ 地域福祉を進めるに際して、より身近なエリアを範囲とした小地域で活動するこ

とが望ましい場合が多くあり、そのための体制の整備が課題です。 

○ 小地域での地域福祉活動を推進するために、積極的に取り組もうとする地域をモ

デル的に支援することが求められます。 
 

【施策方針】 

○ 小地域での地域福祉活動を推進するため、社会福祉協議会における地区担当職員

を充実させる一方、地域住民と協働しつつ（仮称）地区福祉推進員の設置や地区社

会福祉協議会の設立に向けた取り組みを推進します。 

○ 市内で 2～3地区の区や町内会をモデルとして指定し、先行的な取り組みを支援す

るとともに、それらの取り組みを参考に活動マニュアルを作成して、市内全域への

波及を促します。 
 

【施策体系】 

 
【単位施策】 

① 地区社会福祉協議会の設置に向けた体制整備 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

地区担当職員体制の充実 

地域での福祉に関する相談窓口と

して、おおむね中学校区ごとに地

区担当者を設け、地域住民と一緒

に地域福祉を推進しています。ま

ずは、社会福祉協議会の活動を理

解していただくために、「社協のあ

らまし」や「社協が実施する事業」

の説明会（ＰＲ活動）を平成 19

年度～20 年度に実施しました。 

地区社会福祉協議会の設置に

向け、コミュニティソーシャル

ワーカーを主任として、地区担

当職員による活動を活発にし、

地域住民とのコミュニケーシ

ョンの強化に努めるとともに、

地区担当職員体制の充実に努

めます。 

継続 継続 市民、社協 

地域保健活動との連携の強化 

食育や健康運動の普及といった地

域保健活動を推進するために、食

生活改善推進員や運動普及推進員

を養成し、地域に密着した健康づ

くりを進めています。 

ふれあいサロンは、現在、食生

活改善推進員等と適宜連携を

図って実施している地区もあ

ります。今後とも食生活改善推

進員や運動普及推進員による

地域保健活動との連携を強化

して実効性の高い小地域福祉

活動の展開に努めます。 

継続 継続 

市民、行政（医

療健康課）、社

協 

２-４ 

小地域を単位とした地域

福祉活動の仕組みづくり 
② モデル的な小地域福祉活動の推進 

① 地区社会福祉協議会の設置に向けた体制整備
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（仮称）地区福祉推進員の設置 

行政区や自治会等の単位における

地域福祉推進の役割を担う人材が

明確ではないことから、その任

務・職責を明確にし、身分を公的

に担保する制度として「（仮称）地

区福祉推進委員制度」の創設を新

たに検討します。 

小地域福祉活動を進める地域

リーダーとなる人材を発掘・育

成するための講座を開催しま

す。また、講座修了者を地区社

会福祉協議会の構成メンバー

の一翼を担う「（仮称）地区福

祉推進員」として任命すること

によって、区や町内会などを単

位とした小地域福祉活動の推

進とその体制構築を図ります。

検討 実施 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

地区社会福祉協議会の設置 

市内各地域の実情に沿った福祉活

動を推進するため、市内を中学校

区や小学校区などの小地域に区分

した組織（地区社会福祉協議会）

の設置を新たに進めます。構成メ

ンバーとしては、区や町内会の役

員や民生児童委員、（仮称）地区福

祉推進員、食生活改善推進員、運

動普及推進員などが想定されま

す。 

前記の「地区担当職員体制の充

実」や「（仮称）地区福祉推進

員の設置」、後記の「モデル的

な小地域福祉活動の推進」と併

せて、地区社会福祉協議会の設

置を検討します。また、「支え

あいのまちづくり助成金」との

役割分担を明らかにしつつ、社

会福祉協議会の会費や共同募

金の収益の一部などを地区社

会福祉協議会の事業費として

活用できるよう財源を確保し

ます。 

検討 実施 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

 

② モデル的な小地域福祉活動の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

モデル地区の指定及び小地域福祉活動の支援 

「支えあいのまちづくり助成金」

の実績や、「地域福祉特別枠」を設

けて市民創発事業として実施した

「市民提案型まちづくり事業」の

成果を活かしながら、小地域にお

ける地域福祉活動の実践に向け、

モデル地区を指定し、市内の先駆

的な取り組みを新たに進めます。 

市内 2～3 地区をモデルに、区

や町内会などが活動母体にな

った小地域福祉活動（見守り活

動や安否確認・支援サービス、

ふれあいいきいきサロンなど）

を立ち上げるため、民生児童委

員や市、社会福祉協議会等が連

携して、組織体制づくりなどの

支援を行います。 

検討

実施 
継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

小地域福祉活動推進マニュアルの作成 

区や町内会において、小地域福祉

活動を普及するための活動マニュ

アルを作成します。 

モデル的な小地域福祉活動を

市内各地区の区や町内会に波

及させていくためにその取り

組みをまとめ、活動マニュアル

を作成します。 

－ 実施 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 
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２-５ 組織・団体間における連携・協働の促進 

【現状と課題】 

○ 地域における助け合い・支えあいを進めるためには、高齢者介護や障がい支援に

関連する事業所、福祉施設などの連携強化が不可欠となっています。 

○ 市内の地域福祉の輪をさらに広げるため、地域組織やＮＰＯ・ボランティア団体

を始め、多様な活動、組織などとのつながりをさらに高めることが望まれます。 
 

【施策方針】 

○ 市内の地域福祉に関連する団体、事業者間の連携を強化するため、情報共有や意

見交換を行う機会を提供するとともに、社会福祉協議会の機能強化等を行います。 

○ 本市における様々な取り組みや主体が有機的にネットワークできるよう、民生児

童委員活動や地域保健活動、学校や企業などとの連携強化を図ります。 
 

【施策体系】 

 
【単位施策】 

① 福祉関連施設・団体同士の連携強化 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

ボランティアコーディネーターの連携強化 

社会福祉協議会に配置されている

ボランティアコーディネーターと

福祉関連施設のボランティア担当

者とネットワーク強化を図るもの

です。 

福祉関連施設で必要としてい

るボランティア活動と福祉関

連施設でボランティア活動を

したいというボランティアセ

ンター登録者とをスムーズに

マッチングさせるために、社会

福祉協議会に配置されている

ボランティアコーディネータ

ーと福祉関連施設に配置され

ているボランティア担当者と

の定期的な連絡会を開催する

など、日常的な連携強化に努め

ます。 

検討 

実施 
継続 市民、社協 

地域包括支援センターや相談支援事業者等との連携 

小地域福祉活動などを通じて把握

した要支援者と思われる人を適切

な公的サービスにつなげていくた

めの連携体制づくりを進めます。 

※関連：「（仮称）地区福祉推進員

の設置」や「モデル地区

の指定及び小地域福祉活

動の支援」など 

ふれあいサロン活動や見守り

活動、安否確認活動などの小地

域福祉活動を通じて、要支援者

の早期発見・早期ケアにつなげ

るために、地域と地域包括支援

センターや相談支援事業者、子

育て支援センターなどとの連

携強化に努めます。 

実施 継続 

市民、行政（社
会福祉課・高齢者

福祉課・児童福祉

課）、社協 

 

２-５ 

組織・団体間における連

携・協働の促進 
② その他の社会資源との連携強化 

① 福祉関連施設・団体同士の連携強化 
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社会福祉協議会との連携強化と機能強化の支援 

市では、地域福祉推進の基幹的な

役割を担っている社会福祉協議会

との連携・支援を行っています。 

地域福祉の拠点としての社会

福祉協議会の機能を一層向上

させるため、引き続き財政的支

援や社会福祉協議会が進める

事業等との連携強化に努めま

す。 

継続 継続 

市民、行政（社
会福祉課・高齢者

福祉課・児童福祉

課） 

福祉関連団体やＮＰＯ等のネットワーク強化 

社会福祉協議会やボランティア団

体、ＮＰＯなど地域福祉活動を展

開する団体同士のネットワークの

強化を図ります。現在は、個々の

ネットワークはありますが、一堂

に会したような交流機会はないの

が実情です。 

社会福祉協議会やボランティ

ア団体、ＮＰＯ、（仮称）地区

福祉推進員などが集い、活動発

表を行い、意見交換や情報交換

ができる懇話会やシンポジウ

ムなどの開催を検討します。ま

た、こうした地域福祉に携わっ

ている関係者が日常的に情報

交換できるような情報ツール

の設置を検討します。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（社
会福祉課・市民協

働課）、社協 

 

② その他の社会資源との連携強化 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

企業等の社会貢献活動との連携 

地域福祉活動の活発化を図るた

め、企業や商工会等が行う社会貢

献活動との連携強化に努めます。 

企業等の持つ人材力や、資金力

を地域ボランティア活動に活

かせるよう、協働・共催・協賛

事業の実施など連携関係づく

りに努めます。 

実施 継続 

市民、行政（市

民協働課）、社

協、企業 

地域保健活動と地域福祉活動との連携の強化 

［再掲（地域保健活動との連携の強化）］ 継続 継続 

市民、行政（医

療健康課）、社

協 

民生児童委員活動との連携強化 

民生児童委員は、非常勤の特別職

の地方公務員で、それぞれの地域

において、常に市民の立場に立っ

て相談に応じ、必要な援助を行い、

社会福祉の増進に努めています。 

※関連：「地区社会福祉協議会の設

置」、「モデル地区の指定

及び小地域福祉活動の支

援」など 

地域住民と関係機関とのパイ

プ役や地域福祉活動のコーデ

ィネーター役などとして役割

を発揮できるよう、民生児童委

員の役割や活動内容について、

より多くの市民に周知し理解

を深めるため、これまで以上に

広報活動を充実するとともに、

民生児童委員と地域組織など

との連携活動を支援します。 

継続 継続 市民、行政（社
会福祉課） 

学校との連携強化 

［再掲（福祉協力校指定の継続）］ 継続 継続 

市民、行政（学

校教育課）、社

協 
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３ 公的な福祉サービスの充実と適切な利用の推進 

 

３-１ 福祉サービスに関する情報提供と利用支援 

【現状と課題】 

○ 行政による福祉サービスや介護保険制度、障害者自立支援制度などの関連情報に

ついては、市の広報紙やホームページ等に掲載するなどして発信しています。しか

し、制度やサービスが多岐にわたるため、市民にとって十分理解しづらい状況にな

っています。 

○ 支援を必要としている方が、介護保険制度や障害者自立支援制度等に沿った福祉

サービスを適切に利用できる環境づくりが求められます。 
 

【施策方針】 

○ 公的な福祉サービスの関連情報については、媒体に応じて市民に分かりやすい表

現やデザインを工夫するとともに、公正中立の立場を守りつつ利用者のニーズに応

じたサービス事業所情報の発信を行います。 

○ 市民が安心して福祉サービスを受けられるよう、諸制度に基づいた連絡調整を組

織的に行うとともに、民間のサービス事業者の事業参入を促進します。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 福祉サービスに関する情報の収集と発信 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

福祉関連情報の共有化 

行政サービス及び民間事業所の情

報、地域組織やＮＰＯ・ボランテ

ィアの活動情報など、福祉に係る

様々な情報について、関係者間で

共有化を図ることです。 

高齢者、障がい者、次世代育成

支援などそれぞれの会合等で

情報交換を図るとともに、対象

者の範囲を横断した情報共有

化に向けたしくみづくりを進

めます。 

継続 継続 

市民、行政（社
会福祉課・児童福

祉課・高齢者福祉

課）、社協、企

業 

福祉・医療制度に関する情報発信と理解の促進 

介護保険制度や高齢者医療制度、

障害者自立支援制度等、近年めま

ぐるしく変更される福祉・医療制

度の概要を広く情報発信するとと

もに、直接影響を受ける対象者に

対して、丁寧な説明による理解の

促進を図る取り組みです。 

各種制度の変更について迅速

かつ正確に情報収集を行うと

ともに、広報紙やホームページ

などの媒体や地域組織及びＮ

ＰＯ・ボランティアなどの協力

を得つつ、きめの細かい情報発

信を進めます。 

継続 継続 

市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課・医療健康

課）、社協、企

業 

３-１ 

福祉サービスに関する情

報提供と利用支援 

① 福祉サービスに関する情報の収集と発信 

② 福祉サービス等の利用支援 
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子育て関連情報の発信 

保育園や医療機関などの情報や心

配ごとを相談できる場所など、子

育てに役立つ情報を収集し、情報

紙を作成・配布するとともに、地

域子育て支援センターなどでも情

報提供を行っています。 

子育て支援団体等と連携しつ

つ、子育ての経験がある方の声

を取り入れて積極的な情報収

集・発信を行う一方、地域子育

て支援センターの情報発信機

能の充実を図ります。 

継続 継続 市民、行政（児
童福祉課） 

サービス事業所情報の提供 

利用者が主体的にサービスを利用

できるよう、市内及び周辺市町に

おける福祉サービス事業所に関す

る情報を収集・発信しています。 

中立公正の立場を保つ一方で、

各種団体等との連携により、利

用者ニーズに応じた情報発信

について方法を検討します。 

継続 継続 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課）、企業

 

② 福祉サービス等の利用支援 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

ケアマネジメントの充実 

介護保険制度に沿って要支援・要

介護認定された方が適切かつ効果

的にサービスが受けられるよう、

介護サービス計画（ケアプラン）

を立て、サービス事業者との連絡

調整を行っています。 

ケアマネージャーやサービス

事業者が、利用者の自立支援に

とって適切なプランとなるよ

う、「協働ケアプランチェック」

を実践します。 

継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、企

業 

障害者地域自立支援協議会の充実 

障がい者が地域で暮らし続けられ

るよう、障害者地域自立支援協議

会において、障がい者のサービス

利用を推進しています。 

協議会に福祉施設等の代表者

に参画してもらい、機能強化を

図っています。また、専門部会

を設置し、必要なテーマについ

て検討します。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、企

業 

民間事業者等の参入促進 

介護保険制度、障害者自立支援制

度などに沿ってサービスを提供す

る民間の福祉事業者及びＮＰＯ・

ボランティアなどの参入を促進し

ています。 

各種制度に基づくサービス提

供の事業参入を支援するとと

もに、市が行っている福祉施設

の管理やサービス提供などに

ついても、民間事業者等の参入

を検討します。 

継続 継続 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課）、企業
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３-２ 福祉サービスに対する相談体制の充実 

【現状と課題】 

○ 市民が抱える悩みや問題はそれぞれ異なるうえ、高い専門性が求められます。ま

た、地域において、困っている人の声に耳を傾け、公的な福祉サービスの利用につ

なげるための相談力の向上が望まれます。 
 

【施策方針】 

○ 高齢者や障がい者、子育て世帯などそれぞれの問題やニーズに応じた相談機能を

高めるため、相談スタッフの充実や能力の向上を図ります。また、民生児童委員や

地域組織の役員など身近で気軽に相談できる人材の養成を行い、地域の相談力向上

を図ります。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 相談体制の充実 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

高齢者に関する相談機能の充実 

地域包括支援センター生活圏域で

高齢者に対する地域包括ケアを有

効に機能させるため、各種サービ

スや市民活動を結びつけており、

総合的な相談窓口としての役割を

果たしています。 

平成 21 年度から市内２箇所の

在宅介護支援センターをブラ

ンチ(窓口機能)にとどめつつ、

市直営の包括支援センターの

機能を高め、高齢者に関する相

談体制の充実を図ります。 

継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、社

協 

障がい者に関する相談機能の充実 

障がい者の相談支援は、市役所社

会福祉課及び、豊明福祉会の障害

者地域生活支援センター、社会福

祉協議会の地域福祉サービスセン

ターの３箇所で行っています。 

窓口間の連携を図るとともに、

専門性を高めて相談支援体制

の充実を図ります。 継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

子育てに関する相談機能の充実 

子育てに関する相談については、

子育て支援センターが窓口となっ

ており、情報発信や子育て中の親

子の居場所として総合的な拠点と

なっています。 

子育て中の母親の孤独感や負

担感を軽減できるよう、気軽に

相談ができるように工夫する

とともに、必要があるにもかか

わらず相談を受けない母親に

支援を行います。 

継続 継続 市民、行政（児
童福祉課） 

３-２ 

福祉サービスに対する相

談体制の充実 

① 相談体制の充実 
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地域の相談力向上と行政につなぐ機能の向上 

地域の支えあい・助け合い活動を

通して、気軽に相談できる関係を

構築するとともに、必要に応じて

行政の福祉サービスにつなげる役

割を果たすことです。 

困っている人の相談に乗るこ

とや、必要に応じて行政の福祉

サービスにつなげることなど、

地域における相談力の向上を

図るため、民生児童委員や地域

の相談役となっている方々に

協力を得ながら、体制づくりを

検討します。 

検討 

実施 
継続 市民、行政（社

会福祉課） 

相談を受ける人材の養成 

行政や福祉サービス事業所地域そ

れぞれで相談を受け付けるスタッ

フ等の相談応対力を高める取り組

みです。 

相談応対力の高い人材の育成

を図るため、研修や情報交換会

等を開催することを検討しま

す。 

検討 

実施 
継続 市民、行政（社

会福祉課） 
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３-３ 公的な福祉サービス量の拡充と質の確保 

【現状と課題】 

○ 市民意識調査では、市として優先して取り組むべき施策について、約４割が「在

宅生活を続けられるサービスの充実」、約 35％が「高齢者・障がい者の入所施設の

整備」と回答しており、行政による各種福祉サービスの拡充が望まれています。 
 

【施策方針】 

○ 介護保険・高齢者福祉や障がい者福祉、次世代育成支援など公的な福祉サービス

の充実を図る一方、市民と行政との協働による「新しい公」が担うサービスを拡充

し、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会をめざします。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 各種福祉サービスの拡充 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

介護保険・高齢者福祉サービスの充実 

介護保険制度に基づく介護サービ

スの利用を促進するとともに、制

度未利用者に対する高齢者福祉や

介護予防についての取り組みを行

っています。 

高齢者福祉計画・介護保険計画

に基づき、介護保険サービス利

用者に対し適切なサービス提

供を推進するとともに、介護予

防や高齢者福祉施策の充実を

図ります。 

拡大 

継続 
継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、企

業 

障がい者に対する福祉サービスの充実 

障がい者が地域で暮らし続けられ

るよう、障がい者の通所施設や居

宅介護等の制度を推進する取り組

みを行います。また、障害者自立

支援法が施行され、精神障がいに

ついても他の障がいと同様のサー

ビスが受けられるようになってい

ます。 

障害者福祉計画及び障害福祉

計画に基づき、障害福祉制度の

充実を図るとともに、障がいに

関する理解を深め、障がい者が

地域で暮らし続けられるよう

な社会づくりを推進します。 

拡大 

継続 
継続 

市民、行政（社

会福祉課）、企

業 

次世代育成支援に関する福祉サービスの充実 

安心して子どもを産み育てられる

社会を形成するため、次世代育成

支援推進法に基づき、行政・事業

者・地域が連携して子育て支援施

策を推進しています。 

次世代育成支援地域行動計画

に基づき、各種保育サービスの

充実を図るとともに、医療助成

制度などの拡大を検討し、子育

て世帯を支援します。 

拡大 

継続 
継続 

市民、行政（児
童福祉課・医療健

康課）、企業 

３-３ 

公的な福祉サービス量の

拡充と質の確保 

① 各種福祉サービスの拡充 

② 各種福祉サービスの質の確保 
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「新しい公」による福祉サービス活動の支援 

ＮＰＯ・ボランティアなど新たな

主体が行政に代わって各種の福祉

サービスの提供を推進する取り組

みですが、本市では実施に至って

いません。 

多様化・高度化する市民の福祉

ニーズに対して、行政サービス

や各種制度ではカバーできな

い事案を解決するため、状況に

応じて起業してサービスを提

供するなど地域福祉活動を行

うなど「新しい公」の活動を積

極的に支援します。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（高
齢者福祉課・児童

福祉課・社会福祉

課）、社協、企

業 

 

② 各種福祉サービスの質の確保 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

事業者の指導・監督の充実 

介護保険や障害者自立支援など、

各種福祉サービスを提供する事業

者が良質で適切なサービスを提供

しているかをチェックしていま

す。 

福祉サービス利用者が安心し

て利用できるよう、質の向上を

めざして事業者への実地指導

やケアマネージャーに対する

指導・助言・監督などを継続し

ます。 

継続 継続 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課） 

苦情の受け付け及び解決の充実 

福祉サービスの利用者から事業者

に対する苦情を受け付け、適切に

解決するとともに、事業者が抱え

る困難事例に対応しています。 

相談員に対する専門的な技術

や知識を習得するための研修

等を充実させ、苦情解決力の向

上を図ります。 

継続 継続 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課） 
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３-４ 地域福祉を担う関係機関のネットワーク構築 

【現状と課題】 

○ 高齢者や障がい者などを地域ぐるみで見守り、安心して暮らせる社会づくりが求

められています。 

○ 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく地域福祉を推進する主体として様々な活

動をしています。今後も、本市の地域福祉を拡大発展させるため、さらなる活動の

活性化が望まれます。 
 

【施策方針】 

○ 福祉サービス利用の有無にかかわらず、行政や福祉事業者、地域組織、保健・医

療機関がネットワークを構築するとともに、必要に応じて情報交換や連携による支

援を推進します。 

○ 社会福祉協議会が平成 19 年度に策定した地域福祉活動計画に沿って推進する、支

えあい・助け合いのまちづくりと連携するとともに、ボランティアにかかわる窓口

であるボランティアセンターの充実を図ります。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 関係機関のネットワーク化 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

高齢者を取り巻くネットワークの形成・強化 

地域包括支援センターが中心とな

り、医療機関やサービス提供事業

者を始め、警察、保健所、社会福

祉協議会、民生児童委員、介護サ

ポーター、親族、近隣住民など、

高齢者を取り巻くネットワークを

形成する取り組みです。 

関係者の情報共有を図りつつ、

役割分担を明確にしながら、課

題の抽出や調整、解決に向けた

取り組みを行います。 継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、社

協 

障がい者を取り巻くネットワークの形成・強化 

障がい者のサービス利用を進め、

地域で暮らし続けられるよう、障

害者地域自立支援協議会を設置し

て、情報交換などをしています。 

福祉サービス事業者なども参

画した協議会の機能を強化す

るとともに、専門部会を設置し

てそれぞれに必要なテーマに

ついて検討を進めます。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

保健・医療機関との連携強化 

福祉課題を抱えている高齢者や障

がい者を始め、介護予防や疾病予

防など健康づくりの側面からみて

も必要性の高い、保健・医療機関

との連携を進める取り組みです。 

保健センターが中心となり、市

内の医療機関、福祉サービス事

業者及び行政が連携を強化し、

包括的な支援ができる体制づ

くりを進めます。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（医
療健康課・高齢者

福祉課・社会福祉

課）、社協 

３-５ 

地域福祉を担う関係機関

のネットワーク構築 

① 関係機関のネットワーク化 

② 社会福祉協議会の機能強化 
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② 社会福祉協議会の機能強化 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

地域福祉活動計画の推進 

平成 19 年度に策定した地域福祉

活動計画に沿って、社会福祉協議

会による地域福祉の推進に向けた

活動を行っています。 

市における地域福祉の活動を

推進する中核的な組織として、

社会福祉協議会の機能強化を

図り、計画を推進します。 

継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

ボランティアセンターの充実 

ボランティアに関する相談･登録･

調整･紹介及び、広報等を通したボ

ランティア活動の啓発を行ってい

ます。また福祉教育の推進につい

て、体験学習や福祉実践教室を積

極的に行っています。 

市内のボランティアグループ

の活動支援を行う一方、市民や

地域組織に対し、ボランティア

への理解の促進に努めます。 

また、福祉協力校事業を通し

て、障がい者や高齢者との交流

を積極的に進めています。 

継続 継続 市民、社協 
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４ 安全・安心なまちづくりに向けた取り組みの推進 

 

４-１ 高齢者や障がい者等の自立を支える都市環境等の整備や移動手段の確保 

【現状と課題】 

○ 高齢者や障がい者、ベビーカーを利用している方にとって、市内のバリアフリー

化が望まれるとともに、手軽にバリアフリー情報を入手できる手段が求められます。 

○ 住宅を所有する高齢者にとって、耐震化やバリアフリー化のために住宅を改修す

るための費用は経済的な負担になります。また、高齢者や障がい者が住宅を借りよ

うとするとき、入居希望者及び家主はそれぞれに不安や心配ごとを抱えています。 

○ 自動車が運転できない高齢者や障がい者、乳幼児を抱える方にとって、移動手段

がない自宅に閉じこもりがちになってしまうことなどから、安心して便利に移動で

きる交通手段の提供が期待されます。 
 

【施策方針】 

○ 公共施設や屋外空間において、バリアフリー化を進めるとともに、バリアフリー

化が進んでいる場所などの情報を発信します。また、ホームページなどからの情報

入手が難しい方に対する情報発信を工夫します。 

○ 高齢者や障がい者などが安心して暮らし続けられるよう、住宅改修費の支援や住

宅の賃貸サポートを行います。 

○ 市民の誰もが安心かつ便利に移動できるよう、市が運行するひまわりバスの充実

を図る一方で、市民や民間事業者による移動支援サービスを支援します。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 公共施設・民間施設・公共交通機関等のバリアフリー化の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

バリアフリーマップの作成・更新 

誰もが地域で生活していくための

情報として、生活情報ホームペー

ジ「ほほえみバリアフリー情報」

などを通してバリアフリー情報を

発信する取り組みです。 

バリアフリー情報が、定期的に

更新されるよう、関係する各種

団体との連携を図ります。 継続 継続 市民、行政（社
会福祉課） 

情報入手のためのバリアフリー化の推進 

高齢者や障がい者、外国人など、

ホームページ等での情報入手が困

難な方に対して、情報を提供でき

るようにする取り組みです。 

広報紙やホームページ等にお

ける文字拡大や音声、点字、外

国語翻訳等により、誰もが情報

入手できるように努めます。 

継続 継続 

市民、行政（市
民協働課・高齢者

福祉課・社会福祉

課） 

４-１ 

高齢者や障がい者等の自

立を支える都市環境等の

整備や移動手段の確保 

① 公共施設・民間施設・公共交通機関等のバリ

アフリー化の推進 

③ 安心・便利な移動・外出支援の充実 

② 住まいのバリアフリー化の推進 
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② 住まいのバリアフリー化の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

高齢者住宅改修費補助事業 

日常生活を容易にするため、住宅

改修等に要する経費から介護保険

の住宅改修費の額を控除した額で

工事費用の一部を助成するもので

す。 

介護保険法による住宅改修だ

けでは不十分であることから、

要介護高齢者を対象にバリア

フリー改造のために必要な費

用の一部を助成する事業を実

施しています。 

継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、企

業 

あんしん賃貸支援事業 
賃貸住宅などにおいて、高齢者や

障がい者等であるという理由で入

居を断られる事態を防ぎ、安心し

て住まいが確保できるようにする

ため、社会福祉法人やＮＰＯ法人

などの「あんしん賃貸支援団体」

が、入居希望者と家主の双方が抱

える不安や心配ごとを解消するた

めのサポートを行う事業ですが、

本市では実施に至っていません。 

高齢者や障がい者等の賃貸住

宅への入居の円滑化と安心で

きる賃貸借関係の構築を図る

ため、「あんしん賃貸支援事業

（国土交通省、平成 18 年度制

定）」に合わせ、県高齢者居住

支援センター等と連携しなが

ら、制度の紹介と周知に努めま

す。 

検討 実施 

市民、行政（市
民協働課・都市計

画課・高齢者福祉

課・社会福祉課）、

企業 

 

③ 安心・便利な移動・外出支援の充実 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

車いす、車いす専用車の貸出事業 

身体障がい者や高齢者を始め、け

が等で一時的に身体の不自由にな

った人が通院や旅行などで外出す

る際に、必要に応じて車いすを無

料で貸し出します。また、平成 11

年度から車いす利用者で運転手を

確保できる方に対して、通院や外

出時に車いすのまま乗降できる車

いす専用車を貸し出しています。 

貸出用の車いすは、全て寄付に

よるもので、特に利用者自身の

手により駆動ができる自走用

の車いすは最近需要が多く、補

充しながら引き続き希望者に

貸し出します。一方、車いす専

用車の貸し出しについては、

年々登録者が増加しており、通

院以外にも近くの買い物や墓

参りなど気軽に利用できる点

が利用者から評価されている

ことから、今後とも３台の専用

車を貸し出します。 

継続 継続 市民、社協 
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移動支援サービス 

屋外での移動が困難な障がい者が

外出をする際の移動支援を行う事

業で、地域生活支援事業の一環と

して実施しています。 

障がい者の外出機会の拡大を

図るため、２人体制での外出や

グループ支援、自動車利用等の

課題の解決を模索しながら、継

続的に実施します。 

継続 継続 市民、行政（社
会福祉課） 

福祉タクシー 

重度の障がい者及び要介護・要支

援の非課税世帯における 65 歳以

上の高齢者の外出支援策として、

タクシーの初乗り基本料金（年間

48 回分）を補助しています。 

利用できるタクシー会社（契約

会社）の拡大やガソリン代への

振り替えが可能な制度にする

など、使い勝手のよい制度とし

て充実に努めます。 

継続 継続 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課）、企業

ひまわりバス 

高齢者や子ども等の交通弱者の社

会参加促進や公共施設利用促進、

交通空白地の解消などを目的に、

市内全域を２台のひまわりバスで

運行しています。 

便数が少ない、ルートが一方向

であり目的地まで時間がかか

る、路線が複雑で分かりにくい

等の課題が多いことから、平成

22 年度中を目処に市民ニーズ

に合った路線編成見直しやバ

リアフリー適合車の買い換え

等の充実を図ります。 

継続 継続 市民、行政（産
業振興課） 

福祉有償運送事業の検討 

タクシー等の公共交通機関によっ

ては要介護者・身体障がい者等に

対する十分な輸送サービスが確保

できないと認められる場合に、Ｎ

ＰＯ法人・社会福祉法人等の非営

利法人が実費の範囲内で、また、

営利とは認められない範囲内の対

価によって乗車定員 11 人未満の

自家用自動車を使用して行う輸送

サービス事業です。 

事業開始に必要な手続きや従

業者研修について、支援を行う

など、福祉有償運送事業者の誘

致や育成について検討します。

検討 実施 
市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課）、企業

幼児・児童・高齢者の交通安全教室事業 

子どもや高齢者等の交通事故防止

を図るため、市内各保育園、幼稚

園、小学校、老人会等で随時交通

安全教室を開催し、交通ルールの

習得を図っています。 

高齢者の交通事故が少なくな

いことから、警察と老人クラブ

連合会等と協力し、交通安全の

教育や指導を通じて、交通安全

意識の高揚と交通安全環境の

整備に努めます。 

継続 継続 市民、行政（総
務防災課） 
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４-２ 災害時における要援護者の支援体制づくり 

【現状と課題】 

○ 市内には 120 を超える自主防災組織があり、自主防災組織連合会による支援を行

っています。今後、自主防災組織の一層の強化と市民一人ひとりの防災に対する意

識の啓発が求められます。 

○ 市内での被災に備え、災害ボランティアコーディネーターの能力を向上させると

ともに、各世帯における災害対策を普及させることが課題となっています。 

○ 災害発生時に、被災地で活動するボランティア人材の調整を行う体制の整備が求

められます。 

○ 災害時に、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者など（災害時要援護者）

を援護するための体制づくりが課題となっています。また、災害発生時に障がい者

や疾病者が安全に避難生活を送ることができる２次避難所の確保が求められます。 

 

【施策方針】 

○ 地域の防災能力を高めるため、自主防災組織の活性化を支援するとともに、障が

い者を含めた地域を挙げた防災訓練などにより、市民の防災意識の高揚を図ります。 

○ 災害に備え、災害ボランティアコーディネーターの育成を図るとともに、住宅の

耐震化や家具の転倒防止、福祉ベルの設置などを促進します。 

○ 災害時における対応力を高めるため、災害ボランティアセンターの設置に向けた

取り組みを支援します。 

○ 災害時要援護者の支援体制を構築するため、地域の現況把握や個別支援計画の策

定を促進するとともに、障がい者や疾病者のための２次避難所の確保及び受け入れ

体制の充実を図ります。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 自主防災体制・活動の充実 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

自主防災組織活性化支援事業 

平成 21 年４月に豊明市自主防災

組織連合会が発足し、市内３区

118 町内会（121 団体）の自主防災

組織の活性化を図るための支援を

行っています。 

発足して間もない豊明市自主

防災組織連合会の事務局の将

来的な自立を促し、連合会の主

導で市内の各自主防災組織の

支援を行っていく体制整備に

努めます。 

継続 継続 市民、行政（総
務防災課） 

４-２ 

災害時における要援護者

の支援体制づくり 

① 自主防災体制・活動の充実 

② 防災対策の推進 

④ 災害時要援護者登録制度の推進と要援護者の

２次避難所の確保 

③ 災害ボランティアセンター体制の確保 
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防災訓練への障がい者の参加促進 

地域に居住する障がい者の存在を

地域住民が共有し、障がい者に避

難方法等を認識してもらえるよう

にするため、地域に居住する障が

い者が地元で行われる防災訓練等

に積極的に参加するよう促しま

す。 

障がい者の避難訓練の実施は、

必要であることから、行政区や

自治会、地域の民生児童委員な

どの協力を得ながら、地域の防

災訓練に障がい者が参加する

など、訓練の充実を促します。

検討 実施 市民、行政（社
会福祉課） 

防火意識の高揚と防火訓練等の実施 
自主防災組織や婦人防火クラブ、

少年消防クラブ、危険物安全協会

を通じて、広報活動や防火指導な

どを進め高齢者や子ども等の防火

意識の高揚に努めています。また、

火災予防運動や防火訓練等を通じ

て、高齢者等の防火対応能力の向

上を図るため、消防訓練等の指導

に努めています。 

住宅火災による死者数の多く

が逃げ遅れによるものであり、

その半数以上が 65 歳以上の高

齢者となっていることから、高

齢者の逃げ遅れを失くすため、

高齢者の防火対応能力の向上

をめざして、引き続き防火意識

の高揚に努めます。また、住宅

用火災警報器の設置義務を促

すよう努めます。 

継続 継続 市民、行政（消
防総務課） 

 

② 防災対策の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

災害ボランティアコーディネーターの育成 

大災害が発生したときに被災地に

駆けつけるボランティア人材を調

整、配置するボランティアコーデ

ィネーターを育成する講座で、平

成 12 年度から開催しています。現

在コーディネーター数は約 130 名

になっています。毎年３日間実施

しており、秋には｢フォローアップ

講座｣も開催しています。 

ボランティアコーディネータ

ーの育成は目標数に達したの

で、今後はフォローアップ講座

や防災訓練の実施等を通して

スキルアップを図ります。 継続 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

災害ボランティアコーディネーター活動マニュアルの作成 

災害時に災害ボランティアコーデ

ィネーターが円滑に活動できるよ

うにするためのマニュアルを作成

する事業です。 

災害発生時に災害ボランティ

アコーディネーターが円滑に

活動できるようマニュアルを

作成します。 

実施 － 市民、社協 

家具転倒防止器具取付 

地震による家具の転倒を未然に防

止し、減災を図るため、満 65 歳以

上のひとり暮らし高齢者、65 歳以

上の高齢者のみで構成されている

世帯、重度障がい者で構成されて

いる世帯を対象に、家具転倒防止

器具の取り付けを実施していま

す。 

設置者数が毎年 30 件程度にと

どまっている状態であること

から、今後も引き続き「社協だ

より」や「社協ホームページ」

を通じたＰＲや、民生児童委員

の会議における積極的なＰＲ

を行い、家具転倒防止器具の取

り付け世帯数の増加に努めま

す。 

継続 継続 
市民、行政（社
会福祉課・高齢者

福祉課）、社協
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木造住宅の無料耐震診断と耐震改修費補助の実施 

大規模地震から市民の命と財産を

守るため、昭和 56 年５月 31 日以

前（旧建築基準）に建てられた木

造住宅の無料耐震診断を実施する

とともに、診断の結果、耐震基準

に適合しないと判断された木造住

宅の耐震改修工事に対し 60 万円

を上限に補助を実施しています。 

また、耐震改修促進計画を作成し

市民啓発に努め、事業の推進を図

っています。 

耐震化を効率的に実施できる

よう、また、市民意識を向上さ

せることを目的として平成 19

年度に策定した耐震改修促進

計画に基づき、引き続き市民へ

の住宅耐震化のＰＲを行うと

ともに、改修促進に努めます。

継続 継続 

市民、行政（都

市計画課）、企

業 

緊急通報装置設置事業 

ひとり暮らし高齢者等の緊急事態

に対処するため、消防署等とつな

がる緊急通報装置の設置費用を補

助しています。 

ひとり暮らし高齢者等の日常

生活上の不安を軽減し、いざと

いう時には円滑な救助、援助に

つながるよう、引き続き緊急通

報装置の設置を促進します。 

継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、社

協 

福祉ベル設置事業 

ひとり暮らし及び寝たきりの高齢

者の自宅を対象に、ガス漏れ・火

災等事故を未然に防ぐため、ガス

漏れ警報器もしくは緊急ベルのい

ずれか１つを無償で設置していま

す。 

ガス漏れ・火災等事故の未然防

止や火災等の早期発見と逃げ

遅れの防止を図るため、引き続

き事業を推進します。 
継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、企

業 

 

③ 災害ボランティアセンター体制の確保 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

社会福祉協議会災害ボランティアセンターマニュアルの作成 

災害発生時に社会福祉協議会が災

害ボランティアセンターとして機

能するよう、簡単で分かりやすい

社会福祉協議会独自の防災マニュ

アルを作成する取り組みです。 

災害ボランティアセンター災

害発生時に災害ボランティア

センターとして機能するため、

豊明市地域防災計画における

社会福祉協議会の位置付けを

明確にするとともに、社会福祉

協議会独自の災害ボランティ

アセンターマニュアルを作成

します。 

検討 

実施 
継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 

災害ボランティアセンター設置防災訓練の実施 

災害時に社会福祉協議会が災害ボ

ランティアセンターとして機能す

るよう、豊明市や災害ボランティ

アコーディネーターとの合同によ

る防災訓練を開催するものです。 

マニュアルを作成し、それに基

づいて防災訓練を実施します。

実施 継続 

市民、行政（社

会福祉課）、社

協 
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④ 災害時要援護者登録制度の推進と要援護者の２次避難所の確保 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

災害時要援護者支援体制マニュアルによる災害時要援護者登録制度の推進 

民生児童委員・社会福祉協議会な

どの協力を得て、災害時の避難が

困難な方や状況把握・判断が困難

な方の援護状況・緊急連絡先等を

把握し、災害時の安否確認や避難

支援に役立てる制度です。平成 19

年 12 月に制定した豊明市災害時

要援護者支援制度の実施要綱に基

づき、 同年 12 月から民生児童委

員による要援護者訪問とニーズ把

握を開始しました。 

災害時要援護者の避難支援体

制が未整備であることから、要

援護者が居住している地元の

自主防災組織と連携・協力して

避難支援が行える体制整備に

努めます。そのため、個別支援

計画の指針を作成し、この計画

に基づいて、個々の要援護者の

支援を行うものとします。 

継続 継続 

市民、行政（高
齢者福祉課・社会

福祉課、総務防災

課） 

避難所施設利用に関する覚書（障がい者や疾病者等の２次避難所の確保） 

災害発生後に長期の避難生活が続

く場合、または、障がい者や高齢

者、疾病者など一般の避難者と分

ける必要がある避難者がいる場合

に、２次避難所として利用できる

災害時要援護者優先避難所として

平成 16 年度に市内の保育園、総合

福祉会館、福祉体育館を指定して

います。また、障がい者で特別な

施設を必要とする人のために豊明

福祉会と平成 18 年８月１日に受

け入れのため覚書を締結していま

す。 

大災害が発生したときに、障が

い者や高齢者、疾病者等の避難

者が、一般避難者とは別の場所

で安心して避難所生活が送れ

るようにするため、福祉施設等

との覚書締結を継続させると

ともに、いざという時、２次避

難所へ円滑に移送できるよう

体制を整備していきます。 

継続 継続 

市民、行政（総
務防災課・社会福

祉課、高齢者福祉

課）、企業 
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４-３ 地域防犯活動・防犯対策の推進 

【現状と課題】 

○ 市内の各地域では、ひったくりや窃盗などの街頭犯罪を防ぐための防犯パトロー

ル活動や通学路の安全確保に向けた取り組み等が積極的に行われていますが、今後

さらに活発な取り組みが望まれます。 

○ 地域による自主的な防犯活動と合わせて、市民一人ひとりが防犯意識を持ち、犯

罪に遭わないようにする努力を行うことが求められます。 

○ 近年、高齢者や障がい者をターゲットにした詐欺などの犯罪や悪質な訪問販売に

よるトラブルが増えており、市民がこれらの被害に遭わないようにするための対策

を行うことが課題です。 
 

【施策方針】 

○ 防犯パトロール活動を行っている団体に対する支援や積極的に取り組む地区のモ

デル指定などを行うとともに、各学校区における通学路の安全確保の取り組みを促

進します。 

○ 自分の身や財産は自分で守ることができるよう、防犯教室を開催するとともに防

犯情報の提供を行うなどして市民の意識と防犯能力の向上を図ります。 

○ 消費生活講座を通じて市民が犯罪に遭わないようにする一方で、トラブルに巻き

込まれた方を助けるための消費相談機能の向上を図ります。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① 自主防犯活動の充実 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

防犯パトロール隊支援事業 

自主防犯組織や警察、関係団体と

連携・協力し、地域防犯パトロー

ルを活性化するため、自主防犯団

体に対して資材提供など支援活動

を行っています。また、県から定

期的に送られてくる地域安全や防

犯に関する資料などを各団体あて

に送付しています。 

引き続き自主防犯組織や警察

等と連携し、子どもの登下校の

見守り活動や高齢者等を対象

とした防犯教室、高齢者世帯等

への巡回声かけパトロールな

どを行い、防犯に対する知識の

普及や防犯意識の高揚を図る

とともに、地域ぐるみの自主防

犯活動体制の確立と自主防犯

活動の活性化に努めます。その

ため、それぞれの団体による報

告や発表の機会を設けます。 

継続 継続 

市民、行政（総

務防災課）、企

業 

４-３ 

地域防犯活動・防犯対策の

推進 

① 自主防犯活動の充実 

② 防犯対策の推進 

③ 消費生活トラブル・被害の防止と対応 
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防犯モデル地区事業 

犯罪のない明るい地域生活の実現

を図るため、毎年度２区を防犯モ

デル地区として指定し、補助金の

交付を通じて、防犯パトロールや

防犯教室など各種事業を促進して

います。 

犯罪の発生が依然として高い

水準にあり市民の不安感が解

消されていないことから、防犯

意識の高揚と自主防犯団体の

支援と街頭犯罪や侵入犯罪、子

どもを対象とした犯罪の抑止

活動の促進に努めます。 

継続 継続 市民、行政（総
務防災課） 

通学路の安全確保 

学校毎に通学団会や下校指導を通

じて、通学路の安全を確認してい

ます。 

ＰＴＡや通学団会などと連携

し、通学危険箇所マップを作成

し、毎年再確認しながら通学路

の安全確保に努めます。 

継続 継続 
市民、行政（学
校教育課・総務防

災課） 

 

② 防犯対策の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

防犯教室開催事業 

地域の要望に応じて、愛知警察署

や愛知レディース４と連携・協力

して防犯教室を開催しています。

また、小学校や保育園からの要望

にも応じ「連れ去り防止」の訓練

を実施しています。 

防犯教室の内容をより分かり

やすく「教室メニュー」のよう

に項目化するなど、地域から防

犯教室開催の要望が出やすく

することによって、多くの地区

で防犯教室が開催され、多くの

市民が防犯教室に参加できる

よう努めます。また、特に高齢

者向けの防犯教室の充実に努

めます。 

継続 継続 市民、行政（総
務防災課） 

防犯情報の提供（危険度情報の提供事業） 

市民一人ひとりの自主防犯や自主

防犯団体によるパトロール活動等

が速やかに行われるようにするた

め、警察などから入ってきた緊急

度の高い犯罪情報を迅速に市民や

関係団体等に提供するため、「豊明

市地域安心安全情報共有システ

ム」により、ホームページへの掲

載や登録しているユーザーへのメ

ール配信サービス、全区長へのＦ

ＡＸ送信を行っています。 

緊急度の高い犯罪情報をより

早く多くの市民に対して伝達

できるよう、学校や地域との連

携強化に努めます。また、シス

テム不具合時等に迅速に対応

できるようシステム運用体制

の充実に努めます。 

継続 継続 
市民、行政（総
務防災課・情報シ

ステム課） 
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③ 消費生活トラブル・被害の防止と対応 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

消費生活講座事業 

振り込め詐欺等の犯罪、悪質な訪

問販売・住宅リフォーム等の被害

者になる高齢者が全国的に増加し

ている中、このような消費者トラ

ブルに障がい者や高齢者、若者等

が巻き込まれないようにするた

め、消費生活講座を毎年開催して

予防策に努めています。 

消費者トラブルの多い若年層、

高齢者層を対象とした講座の

開催や啓発活動を推進します。

継続 継続 市民、行政（産
業振興課） 

消費者相談事業 

平成 20 年度に消費生活専門相談

員を１名設置し、消費トラブルに

遭った消費者からの相談に対して

適切な相談機関の紹介、解決のた

めの助言、援助に努めています。 

広報等を介して市民に消費生

活相談事業を浸透させて気軽

に消費相談できる環境づくり

に努めます。 

継続 継続 市民、行政（産
業振興課） 
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４-４ 要援護者の安否確認と権利擁護の推進 

 

【現状と課題】 

○ 増加傾向にあるひとり暮らしの高齢者世帯に対して、日頃からの見守りや生活支

援、緊急時の通報のしくみづくりが求められます。 

○ 認知症高齢者や知的障がい者の方など、援護が必要な方の権利や財産を守るとと

もに、配偶者や児童が被害者となる家庭内での虐待や暴力を未然に防ぐことが課題

となっています。 
 

【施策方針】 

○ 各地域において、身近なところでのひとり暮らし高齢者の見守りを促進するとと

もに、宅配給食サービスなどを通して日常的な生活を支援します。また、緊急時に

電話で身寄りの方に連絡するシステムの設置を支援します。 

○ 要援護者等の権利を守るため、日常生活自立支援事業や成年後見人制度などを充

実させるとともに、赤ちゃん訪問などにより児童の虐待に対する未然防止や事後対

応の取り組みを推進します。 
 

【施策体系】 

 
 

【単位施策】 

① ひとり暮らし高齢者等の安否確認 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

宅配給食サービス 

ひとり暮らしの高齢者、高齢者の

みで構成される世帯、または昼間

１人になる高齢者の安否確認と食

生活改善、健康増進給食を目的と

して、昼食・夕食の配食サービス

を実施しています。 

補助額の妥当性等を考慮しな

がら、ひとり暮らし高齢者等の

安否確認と食生活の改善を目

的に、事業を継続的に実施しま

す。 

継続 継続 市民、行政（高
齢者福祉課） 

安否確認訪問事業 

日常の安否確認が困難なひとり暮

らしの高齢者に対し、乳酸菌飲料

を配布することにより安否を確認

しています。市の委託事業として

社会福祉協議会が実施していま

す。 

当面は、継続的に事業実施を図

りますが、今後は、事業の変更

を含めて、効果的な安否確認の

新しいしくみづくりについて

検討します。 

継続 検討 

市民、行政（高

齢者福祉課）、社

協 

３-４ 

要援護者の安否確認と権

利擁護の推進 

① ひとり暮らし高齢者等の安否確認の推進 

②要援護者等の権利擁護・虐待防止の推進 
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緊急通報装置設置事業 

［再掲（防災対策の推進）］ 継続 継続 

市民、行政（高

齢者福祉課）、社

協 

 

② 要援護者等の権利擁護・虐待防止の推進 

事業名 

事業の概要と本市の現状 今後の方向性 
実施時期 

主な担い手
前期 後期 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者や知的障がい者、精

神障がい者など、判断する能力が

十分でない方が地域で自立して生

活できるよう、サービスの利用や

財産の管理などを行う事業です。 

本事業の理解不足や、支援体制

の整備などの課題を解決する

とともに、認知症高齢者の症状

が進んだ場合に成年後見制度

等につなげる判断等のしくみ

を充実させます。 

継続 継続 市民、社協 

成年後見人制度等の利用支援 

認知症高齢者や知的障がい者、精

神障がい者など、判断する能力が

十分でない方を様々な不利益から

保護するための制度です。現在は、

家庭裁判所にある成年後見センタ

ーの紹介等に応じて制度を推進し

ています。 

高齢者及び家族の高齢化等に

伴う障がい者の生活を支える

上で本制度はますます必要性

が高まっていることから、今後

は成年後見センターの紹介等

だけでなく、市長申し立てによ

る制度運用の準備を進めます。

継続 継続 
市民、行政（社
会福祉課・高齢者

福祉課） 

虐待防止の推進 

高齢者虐待防止法に基づき、高齢

者を中心とする虐待防止につい

て、地域包括支援センターの事業

として取り組んでいます。 

介護保険制度及び高齢者虐待

防止法に基づき、「予防と発

見」、「早期対応と支援」、「介入

と緊急対応」の観点から、適切

な支援・保護等の対応を継続し

て行います。 

継続 継続 市民、行政（高
齢者福祉課） 

虐待及びドメスティックバイオレンス（ＤＶ）への対応 

児童虐待やドメスティックバイオ

レンス（ＤＶ）等をできる限り早

期に発見し、対応する取り組みで

す。 

民生児童委員や地域組織の協

力を得て、事案の発見から市で

設置する対策組織での対応検

討までの流れをスムーズにす

るよう、充実を図ります。 

継続 継続 市民、行政（児
童福祉課） 
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 第５章 計画の推進と進行管理 
  

 

１ 市民との協働による計画推進 

 

【市民に対する情報発信・意識啓発】 

本計画を推進するためには、市民と地域福祉に対する意識、市民と地域組織及びＮＰ

Ｏ・ボランティア団体、市民と行政、それぞれの３つの距離を近づけることが求められ

ます。 

現在進められている、あるいは今後取り組まれる地域福祉活動の情報を、広報紙やホ

ームページなどを活用して継続して発信し、周知を図ることにより、市民の地域福祉に

対する関心や意識を高めていくことをめざします。 

 

【市民主体による地域福祉活動の支援】 

本計画を推進するためには、市民による地域福祉活動を進めることが不可欠です。本

市で進められている、市民提案型まちづくり事業を充実させるとともに、地域福祉活動

の実践を拡大させる方策を検討します。 

また、社会福祉協議会の「支えあいのまちづくり事業」などとも連携し、市民主体に

よる新たな活動起こしを支援します。 

 

【地域組織及びＮＰＯ・ボランティア団体間の連携】 

地域組織及びＮＰＯ・ボランティア団体の活動が本計画の推進を担うことになります

が、各主体の活動はともすればそれぞれが孤立してしまうことも懸念されます。 

そのため、地域組織及びＮＰＯ・ボランティア団体、社会福祉協議会、福祉サービス

事業者が情報交換を行い、連携した取り組みにつながるような機会の提供を行います。 

 

２ 庁内等における計画推進・進行管理の体制づくり 

 

【関係部局間の連携強化と進行管理】 

行政及び社会福祉協議会（以下、庁内等）において、高齢者福祉や障がい者福祉、次

世代育成支援など幅広い分野の福祉に地域福祉の考え方や活動を織り込んでいくことが

大切です。 

そのため、社会福祉課が中心となりつつ、健康福祉部各課及び市民協働・地域防災、

などの関係課が庁内等の各種福祉施策・事業及び関連する市民活動の情報共有・連絡調

整を行います。また、本計画の進捗状況を毎年確認し、進行管理をしていきます。 

 

【各個別計画との整合性】 

本計画は、健康福祉部の関連個別計画を横断的かつ包括的につなげる役割を有してい

ます。今後、これらの個別計画の策定・改訂及び推進に際しては、本計画の考え方や内

容を反映することを前提に、整合性を考慮していきます。 
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